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はじめに 

 

 

建設業の方々は、従前より県土の基盤整備を担い、また本県の雇用を支える重要な産

業として地域で活躍されています。 

 一方で、近年の建設業を取り巻く環境は、全国と同様に、公共事業費の減少により厳

しい状況にあるとともに、今後も公共事業への投資が大きく回復することは期待しにく

い状況にあります。 

 

 このような状況の中で、建設業は本業の経営効率化や、新分野に進出し事業の多角化

を行うなど、経営基盤を強化して自社の生き残りを図る動きが加速しています。 

 本県でも、新分野への進出を図る企業が増加しており、本県の強みを活かした産業の

振興を支える農業や林業などの第一次産業や、高齢化に対応する介護・福祉分野などで

地域での新たな担い手として参入しており、また、サービス業などへの進出も増加して

いるところです。 

 

 この調査では、県内の建設業の方々のうち県の入札参加資格を持つ１５４２社を対象

にアンケートを行い、新分野進出に関する意向や進出後の状況、新分野進出にあたって

の課題、行政に望む支援などについて調査を行いました。 

 また、県内で実際に新分野に進出した建設業から聞き取りを行い、新分野進出の動機

や、進出時の苦労、これから新分野へ進出しようとする企業へのアドバイスなどを掲載

しています。 

 さらに、新分野進出に関する国、県、関係機関の支援制度も紹介しています。 

 

 この調査結果は、県の建設業新分野進出支援施策を検討するための参考とさせていた

だきますが、建設業を営まれている皆さまにも広くその状況を知っていただき、今後、

新分野への進出を検討する際の参考としてご活用していただければ幸いです。 

 

 

平成２３年３月 

高知県商工労働部商工政策課長 
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１．調査の概要 

（１）調査の趣旨 

建設業はこれまで県土の整備を担い、本県の雇用を支えてきた産業であり、また将

来起こりうる南海地震など自然災害発生時の緊急対応時に必要とされる産業である

が、高知県内の公共事業費は平成10年度と比較すると３分の１程度に減少しており、

建設業・建設関連業を営む企業は厳しい経営環境が続いている。 

一方、農業、林業、水産業、介護福祉業などの分野では、高齢化の影響や後継者不

足で就労者が年々減少しており、新規就労者の確保が急務となっているなど、新たな

担い手の参入が期待されている。 

以上のような社会環境の変化を受けて、今後の建設業支援のあり方を検討するため、

建設業の新分野進出に関するアンケート調査を実施した。 

 

（２）調査の方法 

アンケート送付は郵送方式で実施。 

アンケート回収は回収担当者が各企業に連絡し、主に訪問回収で実施。 

 

（３）調査対象・回収 

調査は、県の建設工事の入札参加資格を有する企業 1,542社を対象とした。 

調査対象企業 1,542社のうち、1,227社から回答があり、回収率は 79.6％。 

 

（４）調査項目（※アンケート票原本は巻末参照） 

①企業の概要 

②現在の経営状況 

③建設事業の今後の方針 

④新分野進出の方針 

⑤新分野進出を検討している企業について 

・進出を検討している分野 

・課題点 

・進出予定時期 

・進出にあたっての相談(予定)の有無及び相談(予定)先 

⑥既に新分野進出済みの企業について 

・進出済みの分野 

・進出にあたっての相談の有無及び相談先 

・新分野事業の状況 
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⑦新分野進出に対する支援策について 

・認知度 

・利用数と評価 

・今後利用してみたい支援制度 

⑧行政に望む支援 

（５）調査期間 

平成 23年１月 14 日～2月 28日 

 

（６）分析結果の見方・注意 

①調査は、それぞれの設問ごとに回答該当企業数を 100％とした。 

②割合は、小数第 2位を四捨五入した。 
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7.6%

15.9%

11.1%

20.7%
19.2%

6.5%

5.5%

3.9%

9.6%

0～10

11～30

31～50

51～100

101～300

301～500

501～1000

1001以上

未回答

年間売上（百万円） 企業数 割合

0～10 93社 7.6%

11～30 195社 15.9%

31～50 136社 11.1%

51～100 254社 20.7%

101～300 235社 19.2%

301～500 80社 6.5%

501～1000 68社 5.5%

1001以上 48社 3.9%

未回答 118社 9.6%

従業員数（人） 企業数 割合

0～5 487社 39.7%

6～10 338社 27.5%

11～20 228社 18.6%

21～50 124社 10.1%

51～100 18社 1.5%

101～300 9社 0.7%

301以上 1社 0.1%

未回答 22社 1.8%

39.7%

27.5%

18.6%

10.1%

1.5%

0.7%
1.8% 0～5

6～10

11～20

21～50

51～100

101～300

301以上

未回答

２．回答企業の構成 

（１）年間売上 

回答全企業 1,227 社が対象。 

年間売上で最も多かった回答は「51～100百万円」で 254社（20.7％）、次いで「101

～300 百万円」235 社(19.2％)、「11～30 百万円」195 社(15．9％)、「31～50百万円」

136社(11.1％)となった。１億円以下の企業が全体の約半数（55.3％）を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）従業員数について 

回答全企業 1,227 社が対象。 

従業員数で最も多かった回答は「０～５名」487社（39.7％）、次いで「６～10名」

338社（27.5％）、「11～20 名」228 社（18.6％企業）、「21～50 名」124 社（10.1％）

となった。10人以下の企業が全体の半数以上（67.2％）を占めている。 
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11.4%

46.5%
40.8%

1.2%

増加

横ばい

減少

未回答

8.6%

42.1%46.2%

3.1%

増加

横ばい

減少

未回答

12.4%

26.3%
58.8%

2.4%

増加

横ばい

減少

未回答

３．調査の結果 

【単純集計】 

（１）現在の経営状況について 

回答全企業 1,227 社が対象。 

従業員数、設備投資、年間売上はいずれも「横ばい」と「減少」の回答の計が８割

以上となっており、建設業の厳しい経営状況が伺える。 

年間売上の推移については「増加」と回答した企業は全体の 12.4％であるのに対し、

「減少」と回答した企業は 58.8％と約 6割の企業が売上高を落としていることが分か

る。 

そういったなかでも、従業員数の減少割合が 4割程度となっていることは、各企業

の売上が減少する中で雇用を守ろうという姿勢が表れている。 

 

① 従業員数の推移 

 

 

 

②設備投資の推移 

 

 

 

③年間売上の推移 

 

 

  

従業員数 企業数 割合

増加 140社 11.4%

横ばい 571社 46.5%

減尐 501社 40.8%

未回答 15社 1.2%

設備投資 企業数 割合

増加 105社 8.6%

横ばい 517社 42.1%

減尐 567社 46.2%

未回答 38社 3.1%

年間売上 企業数 割合

増加 152社 12.4%

横ばい 323社 26.3%

減尐 722社 58.8%

未回答 30社 2.4%
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0社 10社 20社 30社 40社 50社

建設業に将来が無い

後継者がいない

資金繰り等で経営難

その他

46社

44社

40社

4社

企業数

66.0%6.4%

9.1%

11.3%

4.2%
2.1%

0.7%

現状維持

規模拡大

規模縮小

わからない

近い将来やめる

可能であればすぐやめる

未回答

建設業に関する方針 企業数 割合
現状維持 810社 66.0%
わからない 139社 11.3%
規模縮小 112社 9.1%
規模拡大 79社 6.4%
近い将来やめる 52社 4.2%
可能であればすぐやめる 26社 2.1%
未回答 9社 0.7%

やめる理由 企業数 比率
建設業に将来が無い 46社 59.0%
後継者がいない 44社 56.4%
資金繰り等で経営難 40社 51.3%
その他 4社 5.1%

（２）建設業について 

① 今後の経営方針 

回答全企業 1,227 社が対象。 

今後の経営方針として最も多かった回答は「現状を維持する」810 社（66.0％）、次

いで「わからない」139社（11.3％）、「規模を縮小する」112社（9.1％）、「規模を拡

大する」79 社（6.4％）となった。事業規模縮小、もしくはやめる意思のある企業が

合わせて 200社程度あるのは今後の雇用環境にも影響を与えることが予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建設業をやめたい理由（複数回答） 

（２）－①で「近い将来やめる予定である」、「可能であればすぐにやめたい」と回

答した 78社が対象。 

建設業をやめたい理由として最も多かった回答は「建設業に将来性がない」46 社

(59.0％)、次いで「後継者がいない」44 社（56.4％）、「資金繰り等で経営難である」

40 社（51.3％）となった。 

各項目とも 50％を超えており、やめたいと考えている企業は複数の課題を抱えてい

る事が伺える。 
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0社 20社 40社 60社 80社

農業
サービス業

林業
福祉介護

産業廃棄物処理業
漁業

その他

73社
49社

44社
25社

17社
4社

71社

企業数進出予定分野 企業数 比率
農業 73社 26.6%
サービス業 49社 17.9%
林業 44社 16.1%
福祉介護 25社 9.1%
産業廃棄物処理業 17社 6.2%
漁業 4社 1.5%
その他 71社 25.9%

新分野進出の意思 企業数 割合

意志なし(建設業・建設関連業専業） 783社 63.8%

意思はあるがどうすればいいのか分からない 189社 15.4%

進出済み 129社 10.5%

意志があり具体的に検討中 60社 4.9%

進出済みであり更に別の分野への進出を検討中 25社 2.0%

進出したが建設業専業に戻る 6社 0.5%

その他 21社 1.7%
未回答 14社 1.1%

63.8%15.4%

10.5%

4.9%

2.0%
0.5% 1.7%

1.1%

意志なし(建設業・建設関連業専業）
意思はあるがどうすればいいのか分からない
進出済み
意志があり具体的に検討中
進出済みでありさらに進出検討中
進出したが建設業専業に戻る
その他
未回答

（３）新分野進出について 

① 新分野進出の方針について 

回答全企業 1,227社が対象。 

新分野進出の方針について最も多かった回答は「新分野進出の意思がない」783 社

（63.8%）、次いで「新分野進出の意思があるが、何をして良いのか分らない」189 社

（15.4%）、「既に新分野に進出している」129社（10.5%）、「新分野進出の意思があり、

具体的に検討中」60社（4.9%）、「既に進出分野に進出しており、更に別の分野への進

出を検討中」25 社（2.0%）、「新分野に進出したが建設業専業に戻る」6社（0.5%）と

なった。 

これらより、新分野に進出した企業は合計 160社（「進出済み」129 社、「進出済み

であり更に別の分野への進出を検討中」25 社、「進出したが建設業に戻る」6 社）と

なった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）新分野への進出の意思がある企業について 

① 新たに進出を検討している分野について（複数回答） 

（３）－①で「既に新分野に進出しており更に別の分野への進出を検討中」、「新分

野進出の意思があり具体的に検討中」、「新分野進出の意思はあるが何をして良いのか

分からない」と回答した進出意思がある企業 274社が対象。 

新分野進出を検討している分野で最も多かった回答は「農業」73社（26.6%）、次い

で「サービス業」49社（17.9%）、「林業」44社（16.1%）となった。 

農業分野への進出が他の分野に比べて多く、身近な進出先として考えられている。 
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55.8%

13.1%

11.7%

8.8%

6.2% 4.4%

未定
3年以内
2年以内
1年以内
その他
未回答

0社 50社 100社 150社

資金

情報不足

人材不足

相談先がない

共同事業者

賛同・協力

その他

132社
123社

85社
60社

22社
7社

34社

企業数

進出予定時期 企業数 比率
１年以内 24 8.8%
２年以内 32 11.7%
３年以内 36 13.1%
未　定 153 55.8%
その他 17 6.2%
未回答 12 4.4%

② 新分野進出にあたっての課題（複数回答） 

（３）－①で「既に進出済みで更に別の分野への進出を検討している」、「進出の意

思があり、具体的に検討中」、「進出の意思はあるが、何をして良いのか分らない」と

回答した進出意思がある企業 274社が対象。 

進出に当たっての課題として最も多かった回答は「事業に必要な資金への不安」132

社（48.2%）、次いで「意思決定を行うために必要な情報が不足」123 社（44.9%）、「新

たな事業を行える人材が不足」85社（31.0%）となった。 

資金と情報の不足が目立つ傾向にあり、自社の資金調達力とともに、適切な情報や

相談先が必要となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 新分野進出の予定時期について 

（３）－①で「既に進出済みで更に別の分野への進出を検討している」、「進出の

意思があり、具体的に検討中」、「進出の意思はあるが、何をして良いのか分らない」

と回答した進出意思がある企業 274社が対象。 

進出予定時期について最も回答が多かった回答は「未定」153社（55.8%）、「3年以

内」36 社（13.1%）、「2 年以内」32社（11.7%）、「1年以内」24 社（8.8%）、「その他」

17 社（6.2%）となった。 

「未定」が 55.8％と半数を占めており、進出方法や進出時期が明確でないという傾

向にあるのは、アドバイザー制度や支援策の活用により解決される課題と考えられる。 

 

 

 

 

企業数 比率

資金に不安 132社 48.2%

情報不足 123社 44.9%

人材不足 85社 31.0%

相談先がない 60社 21.9%

共同事業者
が必要 22社 8.0%

賛同・協力が
得られない 7社 2.6%

その他 34社 12.4%

意思あり
課題
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相談(予定)先 企業数 比率
行政機関(市町村役場、県の機関等） 43社 37.1%
産業振興センター「建設業新分野進出アドバイザー」 36社 31.0%
金融機関 24社 20.7%
同業者 23社 19.8%
同業者以外の取引先 21社 18.1%
商工会、会議所 19社 16.4%
その他 26社 22.4%

0社 10社 20社 30社 40社 50社

行政機関

産業振興センター

金融機関

同業者

同業者以外の取引先

商工会、会議所

その他

43社

36社

24社

23社

21社

19社

26社

企業数

新分野進出の相談 企業数 割合
相談した（する予定） 116社 42.3%
相談してない（しない） 158社 57.7%

④ 新分野進出の相談(予定)について 

（３）－①で「既に進出済みで更に別の分野への進出を検討している」、「進出の意

思があり、具体的に検討中」、「進出の意思はあるが、何をして良いのか分らない」と

回答した進出意思がある企業 274社が対象。 

進出に関する相談に関して、「相談した(する予定)」116 社（42.3%）、「相談してい

ない(しない）」158社（57.7%）となった。 

4 割以上の企業が進出に関して相談を予定していることからも、進出を考えている

企業にとっての相談窓口を分かりやすくする事が必要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 新分野進出に関する相談(予定)先（複数回答） 

（４）－④で「相談した」116社が対象。 

相談先としても最も多かった回答は「行政機関」43社（37.1%）、次いで「産業振興

センター」36社（31.0%）、「金融機関」24社（20.7%）、同業者 23社（19.8%）、「同業

者以外の取引先」21社（18.1%）、「商工会、会議所」19 社（16.4%）、「その他」26社

（22.4%）となった。 

公的機関への相談が多いが、同業者や取引先に相談するケースも見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談した

（する予定）

42.3%

相談してない

（しない）

57.7%
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相談した

41.9%

相談してない

（しない）

58.1%

進出済み分野 企業数 比率
農業 42社 26.3%
サービス業 37社 23.1%
林業 23社 14.4%
産業廃棄物処理業 15社 9.4%
福祉介護 7社 4.4%
漁業 3社 1.9%
その他 50社 31.3%

企業数 割合
相談した 67社 41.9%
相談してない（しない） 93社 58.1%

新分野進出の相談
進出済み
企業

（５）既に新分野へ進出済みの企業について 

① 進出中の分野について(複数回答) 

（３）－①で「進出済み」、「進出済みでさらに進出検討中」、「進出したが建設業

専業に戻る」と回答した進出済み企業 160社が対象。 

進出済み分野で最も多かった回答は「農業」42 社（26.3%）、次いで「サービス業」

37 社（23.1%）、「林業」23 社（14.4%）、「産業廃棄物処理業」15 社（9.4%）、「福祉介

護」7社（4.4%）、「漁業」3 社（1.9%）、「その他」50社（31.3%）となった。 

農業分野、サービス業の順に多い。（４）―①進出予定企業の進出予定分野に比べ

てサービス業に進出済みの割合が高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 新分野進出の相談について 

（３）－①で「進出済み」、「進出済みでさらに進出検討中」、「進出したが建設業専

業に戻る」と回答した進出済み企業 160社が対象。 

進出に関する相談に関しては「相談した」67社（41.9%）、「相談しない」93社（58.1%）

となった。 

進出意思がある企業の相談割合とほぼ同じ割合である。 

 

  

 

 

 

 

 

0社 5社 10社 15社 20社 25社 30社 35社 40社 45社 50社

農業

サービス業

林業

産業廃棄物処理業

福祉介護

漁業

その他

42社
37社

23社
15社

7社
3社

50社

企業数

※その他の分野は製造業、機械製造販売、小売

業、葬祭業、リサイクル業。 
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新分野の運営状況 企業数 割合

利益が上がっている 14社 8.8%

事業単位で採算は取れている 35社 21.9%

売上が上がる段階でない 41社 25.6%

採算が取れず建設業から補填している 17社 10.6%

損失が出ている 3社 1.9%

その他 8社 5.0%

未回答 42社 26.3%

8.8%
21.9%

25.6%
10.6%

1.9%

5.0%

26.3%

利益が上がっている
事業単位で採算は取れている
売上が上がる段階でない
採算が取れず建設業から補填している
損失が出ている
その他
未回答

相談先 企業数 比率
行政機関(市町村役場、県の機関等） 32社 47.8%
産業振興センター「建設業新分野進出アドバイザー」 14社 20.9%
金融機関 24社 35.8%
同業者 16社 23.9%
同業者以外の取引先 7社 10.4%
商工会、会議所 15社 22.4%
その他 11社 16.4%

0社 10社 20社 30社 40社

行政機関

金融機関

同業者

商工会、会議所

産業振興センター

同業者以外の取引先

その他

32社
24社

16社
15社

14社
7社

11社

企業数

③ 新分野進出に関する相談先（複数回答） 

（５）－②で「相談した」と回答した 67社が対象。 

相談先としても最も多かった回答は「行政機関」32社（47.8%）、次いで「金融機関」

24 社（35.8%）、同業者 16社（23.9%）、「商工会、会議所」15社（22.4%）、「産業振興

センター」14社（20.9%）、「同業者以外の取引先」7社（10.4%）、「その他」11社（16.4%）

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 新分野進出事業の状況について 

（３）－①で「既に新分野に進出している」「既に新分野に進出しており更に別の分

野への進出を検討中」「新分野に進出したが建設業専業に戻る」と回答した進出済み

企業 160社が対象。 

新分野事業の現状として最も多かった回答は「まだ売上高があがる段階ではない」

41 社（25.6%）、ついで「事業単位で採算は取れている」35社（21.9%）、「採算が取れ

ず建設事業から補填している」17 社（10.6%）、「利益があがり会社全体に貢献してい

る」14社（8.8%）となった。 

利益が出ている、採算が取れている企業は約３割、採算が取れない、損失が出てい

る企業が１割強となっている。 
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理　由 企業数 割合
販売までの費用(借入）負担が大きい 10社 50.0%
サービスや商品が売れない 7社 35.0%
想定外の費用が必要で採算が取れない 7社 35.0%
当初の単価設定では利益が出ない 4社 20.0%
法的規制など障壁があり進まない 4社 20.0%
その他 4社 20.0%

0社 2社 4社 6社 8社 10社

費用(借入）負担が大きい

売れない

想定外の費用

単価設定が低い

法的規制など障壁

その他

10社

7社

7社

4社

4社

4社

企業数

理　由 企業数 割合
新分野での採算が取れない 2社 33.3%
建設業が忙しくなり人で不足 - -
新分野での運転資金が足りない - -
新分野の市場に入り込めない - -
新分野の将来性が無い - -
その他 3社 50.0%
未回答 1社 16.7%

⑤ 採算が取れない理由について(複数回答) 

（５）－④で「採算が取れず建設事業から補填している」、「損失が出ており継続を考え

直している」と答えた 20社が対象。 

採算が取れない理由として最も多かった回答は「販売までの費用(借入)負担が大きい」

10 社（50.0％）、次いで「サービスや商品が売れない」７社（35.0％）、「想定外の費用が必

要で採算が取れない」７社（35.0％）となり、半数の企業が販売までの負担が大きいと回

答している。 

販売までの費用（借入）負担が事業の採算性を低くしており、販売高や想定外の費用支

出など複数の問題もあることから、事業開始前の経営計画・事業計画の作成と、市場調査

が重要であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）新分野に進出したが建設業専業に戻る企業について 

① 建設業専業に戻る理由 

（３）－①で「新分野に進出したが建設業専業に戻る」と回答した６社が対象。 

建設業専業に戻る理由として最も多かった回答は、「新分野での採算が取れない」２社

（33.3%）、「その他」３社（50.0%）となった。 

その他の意見として、「建設業との両立が難しい」「建設業に力を入れたい」などの回答

が見られた。 
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支援制度 企業数 比率

雇用助成金 350社 28.5%

産振センター 215社 17.5%

ソフト事業 205社 16.7%

協議会の補助金 195社 15.9%

林業就業講習 185社 15.1%

レンタルハウス 178社 14.5%

アグリ体験塾 165社 13.4%

地域オフィス 108社 8.8%

農業確立支援 78社 6.4%

その他 10社 0.8%

0社 50社 100社 150社 200社 250社 300社 350社

雇用助成金

産振センター

ソフト事業

協議会の補助金

林業就業講習

レンタルハウス

アグリ体験塾

地域オフィス

農業確立支援

その他

350社

215社

205社

195社

185社

178社

165社

108社

78社

10社

企業数

（７）支援制度について 

 

新分野進出に際して利用することのできる支援策の代表的なものについて調査した。 

支援策名はそれぞれ下記のように略記する。 

【支援策】 

産振センター…産業振興センターの「建設業新分野進出アドバイザー」1名配置 

地域オフィス…地域産業振興推進監オフィス（県内７ヵ所） 

協議会補助金…地域の協議会設置と先進地視察への補助金 

ソフト事業…ソフト事業への補助金（産業振興センター「建設業経営革新支援事業」） 

雇用助成金…新分野進出などに伴う雇用に対する助成金 

アグリ体験塾…高知県立農業大学校「窪川アグリ体験塾」などでの新規就農支援 

レンタルハウス…レンタルハウス 

農業確立支援…「こうち農業確立総合支援事業」 

林業就業講習…林業就業支援講習 

 

 

① 支援制度の認知度について 

回答全企業 1,227 企業が対象。（複数回答） 

支援制度について知っているという回答の最も多かった支援制度は「雇用助成金」350

社（28.5%）、次いで「産振センター」215社（17.5%）、「ソフト事業」205社（17.5%）、「協

議会の補助金」195 社（15.9%）、「林業就業講習」185 社（15.1%）、「レンタルハウス」178

社（14.5%）、「アグリ体験塾」165社（13.4%）となった。 

最も認知度の高かった支援制度が「雇用助成金」ということからも、新分野進出にあた

っての人材確保への助成についての必要性の高さが伺える。 
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支援制度 企業数 割合

産振センター 6社 0.5%

ソフト事業 6社 0.5%

雇用助成金 5社 0.4%

地域オフィス 4社 0.3%

林業就業講習 4社 0.3%

協議会の補助金 2社 0.2%

アグリ体験塾 2社 0.2%

レンタルハウス ー ー

農業確立支援 ー ー

その他 1社 0.1%

0社 1社 2社 3社 4社 5社 6社

産振センター

ソフト事業

雇用助成金

地域オフィス

林業就業講習

協議会の補助金

アグリ体験塾

レンタルハウス

農業確立支援

その他

6社

6社

5社

4社

4社

2社

2社

0社

0社

1社

企業数

企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合

産振センター 4社 66.7% 2社 33.3% - - - -

地域オフィス 3社 75.0% - - 1社 25.0% - -

協議会の補助金 1社 50.0% - - 1社 50.0% - -

ソフト事業 2社 33.3% 1社 16.7% 3社 50.0% - -

雇用助成金 2社 40.0% 2社 40.0% - - 1社 20.0%

アグリ体験塾 2社 100.0% - - - - - -

レンタルハウス - - - - - - - -

農業確立支援 - - - - - - - -

林業就業講習 4社 100.0% - - - - - -

その他 1社 100.0% - - - - - -

支援制度 満足 不十分 その他 未回答

評価

② 利用した支援制度について（複数回答） 

回答全企業 1,227 企業が対象。 

支援制度を利用した事があるという回答で最も多かった支援制度は「産振センター」６

社（0.5％）、「ソフト事業」６社（0.5％）、次いで「雇用助成金」５社（0.4％）、「地域オ

フィス」４社（0.3％）、「林業就業講習」4 社（0.3％）となった。 

企業数に対し、実際に利用したと回答した支援制度の件数はまだ少ない結果となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 利用した支援制度の評価 

（７）－②で利用された支援制度 30件が対象。 

各支援制度の評価については、「満足」の割合が最も高かったのは、「林業就業講習」

100.0％、「アグリ体験塾」100.0％、次いで「地域オフィス」75.0％、「産振センター」66.7％

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章  P14 

 

0社 2社 4社 6社 8社

雇用助成金

産振センター

協議会の補助金

ソフト事業

アグリ体験塾

レンタルハウス

地域オフィス

農業確立支援

林業就業講習

その他

7社

3社

2社

2社

2社

1社

0社

0社

0社

0社

企業数

企業数 割合
雇用助成金 7社 0.6%
産振センター 3社 0.2%
協議会の補助金 2社 0.2%
ソフト事業 2社 0.2%
アグリ体験塾 2社 0.2%
レンタルハウス 1社 0.1%
地域オフィス - -
農業確立支援 - -
林業就業講習 - -
その他 - -

支援制度
利用できなかった

企業数 比率 企業数 比率 企業数 比率 企業数 比率 企業数 比率
雇用助成金 1社 14.3% 1社 14.3% 1社 14.3% 3社 42.9% 1社 14.3%
産振センター 1社 33.3% - - 1社 33.3% - - 1社 33.3%
協議会の補助金 1社 50.0% - - - - - - 1社 50.0%
ソフト事業 2社 100.0% - - - - 1社 50.0% - -
アグリ体験塾 - - - - 1社 50.0% - - 1社 50.0%
レンタルハウス - - - - - - 1社 100.0% - -
地域オフィス - - - - - - - - - -
農業確立支援 - - - - - - - - - -
林業就業講習 - - - - - - - - - -
その他 - - - - - - - - - -

利用できなかった理由
手続きが煩雑 申請書が大変 窓口がわからない その他 未回答支援制度

④ 利用したかったができなかった支援制度 

回答全企業 1,227 社が対象。 

利用したかったができなかった支援制度で最も回答数が多かったのは、「雇用助成金」７

社（0.6%）、次いで「産振センター」３社（0.2%）、「協議会の補助金」２社（0.2%）、「ソフ

ト事業」２社（0.2%）、「アグリ体験塾」２社（0.2%）、「レンタルハウス」1社（0.1%）とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 利用したかったができなかった理由(複数回答) 

（７）－④で利用したかったができなかった支援制度 17件が対象。 

利用したかったができなかった理由にについて最も多かった回答は「手続きが煩雑」５

社、次いで「窓口がわからない」３社となった。 
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0社 50社 100社

雇用助成金

産振センター

ソフト事業

協議会の補助金

レンタルハウス

農業確立支援

林業就業講習

地域オフィス

アグリ体験塾

その他

82社

37社

36社

31社

25社

18社

15社

12社

9社

2社

企業数

支援制度 企業数 比率
林業就業講習 82 6.7%
産振センター 37 3.0%
地域オフィス 36 2.9%
雇用助成金 31 2.5%
アグリ体験塾 25 2.0%
レンタルハウス 18 1.5%
農業確立支援 15 1.2%
ソフト事業 12 1.0%
協議会の補助金 9 0.7%
その他 2 0.2%

⑥ 今後利用してみたい支援制度(複数回答) 

回答全企業 1,227 社が対象。 

利用したい施策として最も多かった回答は、「雇用助成金」82 社（6.7%）、次いで「産振

センター」37 社（3.0%）、「ソフト事業」36 社（2.9%）、「協議会の補助金」31 社（2.5%）、

「レンタルハウス」25 社（2.0%）、「農業確立支援」18社（1.5%）、「林業就業講習」15社（1.2%）、

「地域オフィス」12社（1.0%）、となった。 
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支援内容 企業数 比率
新分野進出の支援制度（補助、融資等）説明会 333社 27.1%
建設業の新分野進出事例集の提供 253社 20.6%
経営に関する支援制度情報の円滑な発信 165社 13.4%
身近な行政等の相談窓口の設置 136社 11.1%
財務・資金繰り・税務に関する日常的な巡回相談 120社 9.8%
農業や林業などの技術取得できる講習会 99社 8.1%
優良事例の講演会 93社 7.6%
経営問題への専門的なコンサル支援 90社 7.3%
中小企業診断士、アドバイザーなどの派遣 54社 4.4%
その他 18社 1.5%

0社 50社 100社 150社 200社 250社 300社 350社

新分野進出の支援制度（補助、融資等）説明会

建設業の新分野進出事例集の提供

経営に関する支援制度情報の円滑な発信

身近な行政等の相談窓口の設置

財務・資金繰り・税務に関する日常的な巡回相談

農業や林業などの技術取得できる講習会

優良事例の講演会

経営問題への専門的なコンサル支援

中小企業診断士、アドバイザーなどの派遣

その他

333社

253社

165社

136社

120社

99社

93社

90社

54社

18社

企業数

（８）新分野進出にあたって行政に望む支援(複数回答) 

全回答企業 1,227 社が対象。 

新分野進出にあたって行政に望む支援として最も多かった回答は「新分野進出の支援制

度（補助、融資等）説明会」333 社（27.1%）、次いで「建設業の新分野進出事例集の提供」

253 社（20.6%）、「経営に関する支援制度情報の円滑な発信」165社（13.4%）、「身近な行政

等の相談窓口の設置」136社（11.1%）、「財務・資金繰り・税務に関する日常的な巡回相談」

120 社（9.8%）、「農業や林業などの技術習得できる講習会」99 社（8.1%）、「優良事例の講

習会」93社（7.6%）、「経営問題の専門的なコンサル支援」90社（7.3%）、「中小企業診断士、

アドバイザーなどの派遣」54社（4.4%）となった。 

補助や融資などの支援制度や、新分野進出事例などの情報の提供が強く望まれている傾

向にある。 

また、相談窓口や日常的な巡回相談など、相談しやすい環境整備も望まれている。 
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総計

企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数

増加 99社 65.1% 34社 22.4% 4社 2.6% 12社 7.9% 2社 1.3% - - 1社 0.7% 152社

横ばい 256社 79.3% 18社 5.6% 13社 4.0% 24社 7.4% 8社 2.5% 3社 0.9% 1社 0.3% 323社

減少 437社 60.5% 22社 3.0% 94社 13.0% 99社 13.7% 41社 5.7% 23社 3.2% 6社 0.8% 722社

未回答 18社 60.0% 5社 16.7% 1社 3.3% 4社 13.3% 1社 3.3% - - 1社 3.3% 30社

　　　方針

年間売上 

現状維持 規模拡大 規模縮小 わからない
近い将来

辞める
未回答

可能であれば

すぐに辞めたい

【クロス集計】 

（９）従業員規模と建設業の今後の方針 

 全回答企業 1,227 社が対象。 

従業員規模別の企業総数をもとに建設業の今後の方針の割合を出した。 

従業員規模が「51～100 人」と回答した企業では、他の従業員規模の企業と比べて

建設業の今後の方針を「規模拡大」の割合が 16.7％と高くなった。 

また、従業員規模が 10人以下の小規模な企業が「近い将来辞める」「可能であれば

辞めたい」の回答が多くみられた。 

 

 

 

 

（10）年間売上の推移と建設業の今後の方針 

 全回答企業 1,227 社が対象。 

年間売上の推移別の企業総数をもとに建設業の今後の方針の割合を出した。 

年間売上の推移が「増加」と回答した企業は、今後の建設業の方針として「規模拡

大」という回答が 34社（22.4％）で、年間売上が「減少」と回答した企業の 64社（8.9％）

が辞める意思を示しており、業界内で厳しい競争が続いていることが伺える。  

 

 

 

 

 

 

総計

企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数

0～5人 309社 63.4% 20社 4.1% 34社 7.0% 70社 14.4% 38社 7.8% 13社 2.7% 3社 0.6% 487社

6～10人 227社 67.2% 26社 7.7% 30社 8.9% 35社 10.4% 7社 2.1% 10社 3.0% 3社 0.9% 338社

11～20人 155社 68.0% 15社 6.6% 29社 12.7% 24社 10.5% 3社 1.3% - - 2社 0.9% 228社

21～50人 86社 69.4% 12社 9.7% 15社 12.1% 8社 6.5% 1社 0.8% 1社 0.8% 1社 0.8% 124社

51～100人 12社 66.7% 3社 16.7% 2社 11.1% 1社 5.6% - - - - - - 18社

101～300人 7社 77.8% - - 1社 11.1% - - 1社 11.1% - - - - 9社

301人以上 1社 100.0% - - - - - - - - - - - - 1社

未回答 13社 59.1% 3社 13.6% 1社 4.5% 1社 4.5% 2社 9.1% 2社 9.1% - - 22社

未回答規模縮小
可能であれ

ば辞めたい

                方針

 従業員

現状維持 規模拡大 わからない
近い将来

辞める
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企業数 割合

0～5人 34社 7.0% 487社

6～10人 40社 11.8% 338社

11～20人 37社 16.2% 228社

21～50人 33社 26.6% 124社

51～100人 9社 50.0% 18社

101～300人 4社 44.4% 9社

300人以上 - - 1社

未回答 3社 13.6% 22社

従業員規模
進出済企業

企業総数

0社 10社 20社 30社 40社

0～5人

6～10人

11～20人

21～50人

51～100人

101～300人

300人以上

未回答

34社
40社

37社
33社

9社
4社

0社
3社

企業数

0社 50社 100社 150社 200社

増加

横ばい

減少

未回答

36社

59社

173社

6社

企業数

企業数 割合
増加 36社 23.7% 152社

横ばい 59社 18.3% 323社
減尐 173社 24.0% 722社

未回答 6社 20.0% 30社

進出意思のある企業
年間売上 企業総数

（11）従業員規模と新分野進出済み企業 

（３）－①で「既に新分野に進出している」「既に新分野に進出しており更に別の分野へ

の進出を検討中」「新分野に進出したが建設業専業に戻る」と回答した進出済み企業 160社

が対象。 

 進出済み企業の中で、従業員規模の最も多かった回答は「51～100人」９社（50％）、次

いで「101～300人」４社(44.4％)、「21～50人」33社（26.6％）、「11～20 人」37社（16.2％）

となった。 

従業員規模が大きいほど新分野への進出割合が多く、新分野進出が進んでいる傾向があ

る。 

一方で進出済企業の約７割（111 社）を占めるのは、従業員数が 20 人以下の小規模企業

であり、割合は低いが数の上では小規模企業の進出が多い状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）年間売上の推移と新分野進出の意思がある企業 

（３）－①で「既に新分野に進出しており更に別の分野への進出を検討中」、「新分野進

出の意思があり具体的に検討中」、「新分野進出の意思はあるが何をして良いのか分からな

い」と回答した進出意思がある企業 274社が対象。 

年間売上が「減少」の企業の内、新分野進出の意思のある企業が 173 社（24.0％）、「増

加」の企業のうち新分野進出の意思のある企業が 36社（23.7％）と同程度の割合となった。 

売上が減少し危機感を感じて新分野に進出しようとする企業と、売上が増加し体力のあ

るうちに新分野に進出しようという企業が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章  P19 

 

58.8%16.9%

11.9%
8.8%

2.5% 0.6% 0.6%

現状維持 規模拡大 規模縮小 わからない 近い将来辞める 可能であればすぐ辞めたい 未回答

56.2%
10.2%

11.7%

14.2%

1.8%
5.5% 0.4%

70.5%

4.3%

7.5%
10.5%

5.2%

1.1% 0.8%

企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合

現状維持 94社 58.8% 154社 56.2% 552社 70.5%
規模拡大 27社 16.9% 28社 10.2% 34社 4.3%
規模縮小 19社 11.9% 32社 11.7% 59社 7.5%
わからない 14社 8.8% 39社 14.2% 82社 10.5%
近い将来辞める 4社 2.5% 5社 1.8% 41社 5.2%
可能であればすぐ辞めたい 1社 0.6% 15社 5.5% 9社 1.1%
未回答 1社 0.6% 1社 0.4% 6社 0.8%

総計 160社 100.0% 274社 100.0% 783社 100.0%

　　　　　　　　 新分野進出
建設業

進出意思がある 進出意思なし進出済み

（13）新分野進出の方針と建設業の今後の方針 

（３）－①で「既に新分野に進出している」「既に新分野に進出しており更に別の分野へ

の進出を検討中」「新分野に進出したが建設業専業に戻る」と回答した進出済み企業 160社、

「既に新分野に進出しており更に別の分野への進出を検討中」、「新分野進出の意思があり

具体的に検討中」、「新分野進出の意思はあるが何をして良いのか分からない」と回答した

進出意思がある企業 274社、「新分野進出の意思はない」と回答した進出意思がない企業数

783社が対象。 

「進出済み」、「進出意思がある」、「進出意思なし」それぞれの企業群の建設業の今後の

方針は以下のとおりとなった。 

「進出済み」 

「現状維持」94 社（58.8％）、「規模拡大」27 社（16.9％）、「規模縮小」（11.9％）、

「わからない」14社（8.8％）。  

「進出意思がある」 

「現状維持」154社（56.2％）、「わからない」39社（14.2％）、 

「規模縮小」32社（11.7％）、「規模拡大」28社（10.2％） 

「進出意思なし」 

「現状維持」552社（70.5％）、「わからない」82社（10.5％） 

「規模縮小」59社（7.5％）、「規模拡大」34社（4.3％） 

 

新分野進出済みの企業、新分野進出意思がある企業の多くが建設業の事業規模について

は現状維持しながら、新たなことに挑戦しようという考えであることが伺える。 

新分野進出意思のない企業の約７割が現状維持を考えており、地域における産業として

建設業にかける事業者も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進出済み 進出意思あり 進出意思なし 
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総計

企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数

農業 1社 2.4% 7社 16.7% 15社 35.7% 9社 21.4% 1社 2.4% - - 9社 21.4% 42社
林業 - - 6社 26.1% 7社 30.4% 5社 21.7% - - 1社 4.3% 4社 17.4% 23社
漁業 - - 1社 33.3% 1社 33.3% - - - - 1社 33.3% - - 3社
福祉介護 1社 14.3% 3社 42.9% 2社 28.6% - - - - - - 1社 14.3% 7社
産業廃棄物処理業 3社 20.0% 4社 26.7% 2社 13.3% - - - - - - 6社 40.0% 15社
サービス業 5社 13.5% 9社 24.3% 5社 13.5% 2社 5.4% 1社 2.7% 4社 10.8% 11社 29.7% 37社
その他 5社 10.0% 14社 28.0% 10社 20.0% 5社 10.0% 1社 2.0% 2社 4.0% 13社 26.0% 50社

             運営
             状況
進出
分野

その他
損失が出ており

継続を考え
直している

採算が取れず
建設業から

補填している

売上が上がる
段階でない

事業単位で
採算は

取れている

利益が上がり
会社全体に

貢献している
未回答

企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合
農業 11社 15.1% 9社 12.3% 8社 11.0% 40社 54.8% 3社 4.1% 2社 2.7% 73社
林業 7社 15.9% 8社 18.2% 5社 11.4% 21社 47.7% 2社 4.5% 1社 2.3% 44社
漁業 2社 50.0% - - 1社 25.0% 1社 25.0% - - - - 4社
福祉介護 3社 12.0% 5社 20.0% 2社 8.0% 15社 60.0% - - - - 25社
サービス業 4社 8.2% 8社 16.3% 9社 18.4% 26社 53.1% 1社 2.0% 1社 2.0% 49社
産業廃棄物処理業 2社 11.8% 2社 11.8% 6社 35.3% 4社 23.5% 2社 11.8% 1社 5.9% 17社
その他 4社 5.6% 5社 7.0% 11社 15.5% 42社 59.2% 6社 8.5% 3社 4.2% 71社

1年以内 2年以内 3年以内 未定 その他 未回答進出予定分野 総計
進出予定時期

（14）進出予定時期と進出検討中分野 

（３）－①で「既に新分野に進出しており更に別の分野への進出を検討中」、「新分野進

出の意思があり具体的に検討中」、「新分野進出の意思はあるが何をして良いのか分からな

い」と回答した進出意思がある企業 274社が対象。 

進出予定時期別での進出予定分野の割合は以下のとおりとなった。 

「１年以内」 

  「漁業」50.0％、「林業」15.9％、「農業」15.1％ 

「２年以内」 

  「福祉介護」20.0％、「林業」18.2％、「サービス業」16.3％ 

「3年以内」 

  「産業廃棄物処理業」35.3％、「漁業」25.0％、「サービス業」18.4％ 

未定と回答した企業が多く、進出分野や時期を決めかねており、情報の提供などが必要

と思われる。 

 

 

 

 

 

 

※進出予定分野は複数回答であり、進出予定時期別の総計と進出予定時期の単純集計の総計は異なる 

（15）進出分野と運営状況について 

（３）－②で「既に新分野に進出している」「既に新分野に進出しており更に別の分野

への進出を検討中」「新分野に進出したが建設業専業に戻る」と回答した進出済み企業 160

社が対象。 

「利益が上がり会社全体に貢献している」と回答した割合が最も高かった分野は「産業

廃棄物処理業」３社（20.0％）、次いで「サービス業」５社（13.5％）となった。 

「事業単位で採算は取れている」と回答した割合が最も高かった分野は「福祉介護」３

社（42.9％）、次いで「漁業」1 社（33.3％）「産業廃棄物処理業」４社（26.7％）となっ

た。 

「採算が取れず建設業から補填している」と回答した割合が最も高かった分野は「農業

９社(21.4％)、次いで「林業」５社（21.7％）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

※進出分野は複数回答であり、運営状況別の総計と運営状況の単純集計の総計は異なる 
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企業数 比率 企業数 比率 企業数 比率
産振センター 7社 28.0% 15社 25.0% 38社 20.1%
地域オフィス 3社 12.0% 7社 11.7% 14社 7.4%
協議会の補助金 3社 12.0% 8社 13.3% 31社 16.4%
ソフト事業 4社 16.0% 9社 15.0% 26社 13.8%
雇用助成金 5社 20.0% 15社 25.0% 52社 27.5%
アグリ体験塾 3社 12.0% 7社 11.7% 22社 11.6%
レンタルハウス 4社 16.0% 8社 13.3% 20社 10.6%
農業確立支援 - - 4社 6.7% 8社 4.2%
林業就業講習 5社 20.0% 6社 10.0% 29社 15.3%
その他 - - - - - -

支援制度
進出済みで

更に検討中

意思があり

検討中

意思はあるが

何をして良いか

分らない

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

産振センター

地域オフィス

協議会の補助金

ソフト事業

雇用助成金

アグリ体験塾

レンタルハウス

農業確立支援

林業就業講習

その他

28.0%
25.0%

25.0%
27.5%

進出済みで

更に検討中

意思があり

検討中

意思はあるが

何をして良いか

分らない

（16）新分野進出の意向のある企業と施策の認知度 

（３）－①で「既に新分野に進出しており更に別の分野への進出を検討中」と回答した

25 社、「新分野進出の意思があり具体的に検討中」と回答した 60 社、「新分野進出の意

思はあるが何をして良いのか分からない」と回答した 189社が対象。 

各企業群の認知内容と割合は下記のとおりとなった。 

「進出済みでさらに進出検討中」 

「産振センター」28.0％、「雇用助成金」20.0％、「林業就業講習」20.0％ 

「意思があり検討中」 

「産振センター」25.0％、「雇用助成金」25.0％、「レンタルハウス」13.3％、「協議会

の補助金」13.3％ 

「意思はあるが何をして良いのか分からない」 

「雇用助成金」27.5％、「産振センター」20.1％、「協議会の補助金」16.4％ 

 

どの企業群も認知度が高かった支援制度は「雇用助成金」「産振センター」などほぼ同じ

支援制度であった。 
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企業数 比率 企業数 比率 企業数 比率
産振センター 2社 8.0% 4社 6.7% 17社 9.0%
地域オフィス 1社 4.0% 3社 5.0% 4社 2.1%
協議会の補助金 2社 8.0% 7社 11.7% 10社 5.3%
ソフト事業 3社 12.0% 3社 5.0% 8社 4.2%
雇用助成金 7社 28.0% 10社 16.7% 33社 17.5%
アグリ体験塾 - - 2社 3.3% 3社 1.6%
レンタルハウス 1社 4.0% 5社 8.3% 6社 3.2%
農業確立支援 - - 3社 5.0% 7社 3.7%
林業就業講習 1社 4.0% 1社 1.7% 5社 2.6%
その他 1社 4.0% - - 1社 0.5%

支援制度
進出済みで

更に検討中

意思があり

検討中

意思はあるが

何をして良いか

分らない

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

産振センター

地域オフィス

協議会の補助金

ソフト事業

雇用助成金

アグリ体験塾

レンタルハウス

農業確立支援

林業就業講習

その他

28.0%
16.7%

17.5%

進出済みで

更に検討中

意思があり

検討中

意思はあるが

何をして良いか

分らない

（17）新分野進出の意向のある企業と利用したい支援制度について 

（３）－①で「既に新分野に進出しており更に別の分野への進出を検討中」と回答した

25 社、「新分野進出の意思があり具体的に検討中」と回答した 60社、「新分野進出の意思は

あるが何をして良いのか分からない」と回答した 189社が対象。 

それぞれの利用してみたい施策は下記の通りとなった。 

「進出済みでさらに進出検討中」 

「雇用助成金」28.0％、「ソフト事業」12.0％、「産振センター」8.0％、「協議会の補

助金」8.0％ 

「意思があり検討中」 

「雇用助成金」16.7％、「協議会の補助金」11.7％、「レンタルハウス」8.3％ 

「意思はあるが何をして良いのか分からない」 

「雇用助成金」17.5％、「産振センター」9.0％、「協議会の補助金」5.3％ 
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企業数 比率 企業数 比率 企業数 比率
建設業の新分野進出事例集の提供 5社 20.0% 10社 16.7% 67社 35.4%
新分野進出の支援制度（補助、融資等）説明会 16社 64.0% 31社 51.7% 92社 48.7%
優良事例の講演会 1社 4.0% 3社 5.0% 25社 13.2%
農業や林業などの技術取得できる講習会 4社 16.0% 10社 16.7% 34社 18.0%
中小企業診断士、アドバイザーなどの派遣 2社 8.0% 5社 8.3% 18社 9.5%
身近な行政等の相談窓口の設置 6社 24.0% 7社 11.7% 37社 19.6%
経営問題への専門的なコンサル支援 6社 24.0% 8社 13.3% 26社 13.8%
経営に関する支援制度情報の円滑な発信 4社 16.0% 13社 21.7% 39社 20.6%
財務・資金繰り・税務に関する日常的な巡回相談 6社 24.0% 7社 11.7% 32社 16.9%
その他 - - 2社 3.3% 4社 2.1%

支援内容
進出済みで

更に検討中

意思があり

検討中

意思はあるが

何をして

良いか分らない

（18）新分野進出意思のある企業が行政に望む支援 

（３）－①で「既に新分野に進出しており更に別の分野への進出を検討中」と回答した

25 社、「新分野進出の意思があり具体的に検討中」と回答した 60社、「新分野進出の意思は

あるが何をして良いのか分からない」と回答した 189社が対象。 

それぞれの利用してみたい施策は下記の通りとなった。 

「進出済みでさらに進出検討中」 

「新分野進出の支援制度（補助、融資等）説明会」16社（64.0％） 

「身近な行政等の相談窓口の設置」６社（24.0％） 

「経営問題への専門的なコンサル支援」６社（24.0％） 

「財務・資金繰り・税務に関する日常的な巡回相談」６社(24.0％) 

「意思があり検討中」 

「新分野進出の支援制度（補助、融資等）説明会」31社（51.7％） 

「経営に関する支援制度情報の円滑な発信」13社（21.7％） 

「建設業の新分野進出事例集の提供」10 社（16.7％） 

「農業や林業などの技術取得できる講習会」10社（16.7％） 

「意思はあるが何をして良いのか分からない」 

「新分野進出の支援制度（補助、融資等）説明会」92社（48.7％） 

「建設業の新分野進出事例集の提供」67 社（35.4％） 

「経営に関する支援制度情報の円滑な発信」39社（20.6％） 

 

新分野進出の支援制度説明会は、最も多く望まれている。 

また「意思はあるが何をしたら良いかわからない」企業は情報を知るための新分野進出

事例集の提供を、「進出済みで更に検討中」の企業は専門的なコンサル支援など踏み込んだ

支援を求めている事が伺える。 
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４．県や施策に対する意見など（要約） 

県や施策に対する自由意見としていただいたご意見は、 

 ○新分野進出について ：支援施策や自らの進出意向などについてのご意見 

 ○新分野進出について ：進出は困難などのご意見 

 ○新分野進出について ：その他のご意見 

 ○建設業の本業についてのご意見 

 ○その他のご意見 

の概ね５つに分けて要約を記載しました。 

① 新分野進出について ：支援施策や進出の意向などについてのご意見 

新分野進出について ：支援施策や進出の意向などについてのご意見 

優良事例講演会をお願いしたいです。 

現在の支援施策などが夜間等で定期的にはできないものでしょうか。 

各地で新分野進出に関する説明会を行ってほしい。 

もっと、新分野進出にあたっての説明会をしたらよいと思う。知らない人も多くいると思う。 

支援策の内容等の通知（パンフレット他） 

新分野進出支援策は素晴らしい施策だと思います。今後も継続して欲しい。 

是非、支援制度等の説明会を近いうち開催して欲しい。 

弊社は新分野進出について非常に無知でありますので今後とも様々な情報を発信してください。 

建設業に対して危機意識がなく、各種セミナーに参加してなかったため、もう一度どのような産業

に進出できるのか、セミナーを開催して頂きたいと思います。 

逆に利用側もよく学び相談を持ちかける様にしなくてはならない。ほとんどの人が聞くことが分か

らないのでは？ 

当組合は、建設業のみでの活動しか許可されない為、数年後法人化した後、可能であれば検討

する。 

一般的な話や施策でなく本当に個々の中小企業のための相談〔アドバイス〕がほしいです。 

経営者１人１人が違いますから本音で相談できる。 

家族のみで会社をしているので忙しくて時間がないのが現状です。尐しでも人件費を削るために

一人で現場から事務職までしているので体も疲れてしまっています。いろんな支援策をご紹介し

てもらっていますが、行けないです。申し訳ないです。すみません。 

方向性は決めて進んでいるが、高知県の現状から足が前に出ない状態。 

新分野進出への支援は大変ありがたいと思います。弊社のような小人数の場合でも、アンテナは

大いに張っていないといけないと思いますが、完全なる新分野というより隣の分野に注目し勉強

や資料集めを行い、準備する必要があるかと思われます。 

将来性、安定性の分野があれば新規分野も見てみたい 

新産振計画（アクションプラン）に採択され、本格稼働に向け設備導入中。 

誠にありがたい制度と思っています。今後は発展的に新製品の開発も進める予定です。この件に

関してもご支援を頂ければと考えております。 
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新分野進出について ：支援施策や進出の意向などについてのご意見 

田畑をつかった養殖事業も考えています。（エビ、ドジョウ、ミミズ等） 

事業に挑戦する気はすごくありますが資金面で何ともならないです。 

建設業も厳しく新分野進出にもハードルが高いようなので何かないでしょうか 

農業に関心があったので個人でレンタル農地を利用して野菜を作ってみましたが、採算に合いま

せんでした。これではとても従業員に給与が払えません。 

当社が今考えていることは資源のリサイクルやエコに関することへの勉強をし、また地球環境に

役立つ新分野を模索しています。何か詳しく情報を提供できる何かないでしょうか？前回新分野

セミナーに参加しましたが、個別相談での対応があまり良くなくてがっかりしました。もっと暖かく対

応してほしい。新分野へ進出する意思があるのですが、何事にも不安だらけで相談に乗ってもら

いたかった。 

使い勝手の向上 

国交省の｢建設業と地域の元気回復助成事業」のような総合的（ハード、ソフト)支援の出来る助成

制度が必要。 

現在，試しとして別会社にして林業部門をしていますが、採算が取れず、別業種への進出は不安

だらけです。 

新分野についての我々の勉強が足りませんのでご意見なども浮かびません。成功例もあまり聞き

ませんので、我々の零細業者は難しいと思う。 

新分野進出支援説明会、新分野進出セミナー等が実施されているのは知っていますが、参加し

たことはありません。 

新分野に進出すると１年目はどうしても全体の事情は悪くなりがちであり、そのため経審の点数も

下落する。特例の加算が出来ないものか。いつも思ってる。 

作業道設置等への補助支援増 

この社会情勢において何が適しているか、又、実現的なものは何か全くわからないので、立地条

件を生（活）かし限られた人数、資金で可能なものの情報を提供してほしいです。 

農業は土を使用しないといけないと言う事で銀行での借り入れになった。もう尐し考えてほしい。 

さつま芋、山芋等を作ってと思い、自分が畑１３アールだけで山を買うのも困難である。 

インターネットで売るのも先が見えないが尐しづつ作っていくつもりです。 

補助金支援事業は反対です。 

施策はいいと思うが、支援を受け事業開始後が不安大。農家の話も聞くが、農業で生計を立てる

のは難しいと思う。施策はほとんど事業開始に重きを置いて実際に稼働してからの事（経営、資

金以外）はあまり関与しないように感じる。もっと出荷の関係や既存の農家の利益が向上したとか

の話を実際に聞けるようになって、安心して農業ができるようにならないと農業進出も無理かなと

思う。 

利用して事業展開等したいところですが、１個人事業主で人材等もなく制度の理解等もなかなか

できません。自分もまだ若いですし、従業員もいるので気持ちはあるのですがなかなかです。又、

機会があればいろいろな講習会などで学んでいきたいと思います。 

販路開拓の支援も望む。 
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新分野進出について ：支援施策や進出の意向などについてのご意見 

異業種への進出は大変勇気もいることで、今まで建設業で経験したことが活かせる新分野進出

支援策も検討してはどうか 

新事業を立ち上げた後の運転資金は、民間金融機関は貸してくれません。行政の支援を望みま

す。 

建設業者だけでなく県及び市町村も取り組む問題だと思う。地域性を生かし、リスクが尐なく短期

間で利益がある事業を考え、両者が協力していけたらいいと思う。 

（例として馬路村とか） 

補助金等を申請するのに当然かも知れないけれど、手続きが煩雑で手間がかかる 

補助金等借入に色々なしばりがあり、個人でやるしか仕方なかった。 

講習会と補助金制度への手続きが難しすぎるので、取りかかり易くしていただけると、もっと積極

的に取り組みたいと考えています。 

農業への進出は、この地域では耕地面積が尐なく気象条件もよくないため、大規模農業はできな

い。この地域では林業を活かして山の価値を上げて林業の分野に入ることと思う。 

農業分野に進出したいがあまりにも規制が厳しくて建設業の進出が難しい。 

もっと柔軟な補助金や建設業の暇な時期に労働者の雇用ができるようにすれば通年雇用となりう

る。 

ハード面に対する補助金制度をお願いしたい。 

それぞれの市町村も色々と考えている事だと思うが、村おこし的ないい事、いい物ないか考慮中

である為、決定すれば県や町に相談したり、アドバイスを受けたいと思います。 

新分野進出で介護施設を計画していますが、もっと行政（県、市町村）の協力がほしい。 

何の補助金もない事業を地域の為にしているので、もっとなんらかの助けがほしい。 

私自身が５反の作付けを行っており、高齢により水稲作付け者が減っている為、稲作りには自信

があるが単価の面で採算が取れればが、条件となります。 

簡単に農業が出来るものでもない。 

特に我々の地区は鳥獣被害が多く、他の地区より経費がかかり過ぎる。又全国にない作物を作ら

なければ経営が成り立たないと思う。特殊な作物の情報を教えてほしい。個人的にレストラン経営

者を知っているし、全国的に活躍しているバイヤーも知っているが、当たり前の作物では話になら

ないそうです。 

０からの出発なので、ヒントを与えてもらえばそこから色々と肉づけをしたいと思います。 

産業振興計画による支援体制はすばらしい。 

認定農業者になるために6年頑張って来たが利益が上がらない。5千万円の計画書も作成しかけ

たが設備投資ばかりで自己資金も使い果たした。認定農業者になれば、いろいろと借り入れも出

来るそうだが、利益が上がらないので借り入れも出来ずやめるにやめられない。建設業を去年か

ら再び始めましたが利益は上がらず、サービスが多く単価も安く、県土木の業者にかける負担も

多くなった。どっちに廻ってもやめたいと思う毎日。認定農業者の援助を図り、農業に対する支援

をお願いしたい。我々は田畑を耕し生産していくしか望みはないのです。よろしくお願いします。 
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新分野進出について ：支援施策や進出の意向などについてのご意見 

今は急を要するので支援はして行ってほしいと思います。 

各種助成金、補助金は期間の定めの無いいつでも申請出来る仕組にしてほしい。 

コンサルタント支援をして頂きたい、また施設等のアドバイザーをお願いしたい。 

県から新しい分野の発信をホームページなどで知らせてもらいたい。 
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② 新分野進出について ：進出は困難などのご意見 

新分野進出について ：進出は困難などのご意見 

現状が大変なときに、新分野を考える余裕などない。 

新分野進出の気持ち、全くありません。補助金目当ての業者ばかりではないでしょうか。 

新分野に進出する予定はありません。 

何の事業をするにしてもそれなりの経験と資金が要ります。農業、林業を長年されているところで

さえ経営が成り立たないのに、経験のない者が短期間の体験や訓練で事業を始め、それを成功

さすのはとても無理だと思います。反対に農林業の方が、建設業であれ、なんの業種であれ事業

を起こして成功するでしょうか、経験がないのに、短期間の訓練で木造やコンクリートの建物を作

り、米や野菜が簡単に作れるということになります。新分野への進出支援は大変ありがたくて、良

いことですが、以上のような理由で私はできません。 

もう尐し他の方法も検討してほしいと思います。 

新分野への進出は成功しづらい 

本業が落ち込みすぎているので他分野のことまで考えられない。 

すみません。私は全く新分野に進出する気持ちはありません。現実の話、進出した会社の９９％

は失敗では?成功した１％は新分野進出とは言わないのでは？ 

新分野への進出の気持ちは全くありません。この助成金はおかしいのでは？（悪用されているの

では？）その分野のプロが成功しないのに、素人に何ができますか? 

現在の仕事がうまくいかない者が新分野へ進出してもだめだと思う 

農業だけでは生活はできない。お米も安いし、仕事はない。これからは大変です。 

新分野検討したところ、現状を維持とのことに成る。 

新分野進出とは、聞こえはいいが建設会社の本分は建設業。 

新分野においてもプロはいる。一つの道に枝分かれはないと思っています。 

建設業で困難になれば、それまでと考えています。 

建設業が忙しく、今は他には何も考えていない。 

新分野に進出しても成功例はほんのわずかに思われる。それよりも、土木の公共事業を増やして

もらいたい。新分野に進出すると、それまでその分野で生活していた所の仕事を取ってしまうので

はないか？ 

業界の閉塞感からのご指導と思われるが、農林業関連はプロでも苦労している業界、アルバイト

的なものであれば可とも思うけれど、業として成すには相当の基盤作りの助成が必要と思う。農

林業の大切さは大いにわかるが、経営のメドが立つものでなければ、踏み出せない。 

真面目に建設業をやり抜いて行こうと思っています。 

新分野進出への関心は無い。 

建設業を経営するものはある意味で技術者でもあり、今まで自分の形成してきた世界観を持って

いる人が多く、新分野に進出するのは勇気がいることなので、行政から資金面等含めて強力なバ

ックアップがなければチャレンジは難しいと思います。 

農業や林業、漁業のついても今まで専門の人達がやっていて行き詰っている。素人が新たに始

めても資力や知識等いろんな面で十分採算がとれるかどうかです。 
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③ 新分野進出について ：その他のご意見 

新分野進出について ：その他のご意見 

新分野進出(実績作り)第1歩は経験者の理念は必要であるが、たずさわる者の「やりがい」がなに

より大事ではないでしょうか？数値やデータは確かに必要ですが実績も無いうちに資料を見ても

興味が湧きません。建設工事において「イメージアップ」として実績作りを評価対象とするなどして

はどうでしょうか？（工事評定点に) 

産業振興センターでの採択条件がセンターに判断ベースがあまりないように感じる。 

同様に発明協会などの各賞、モデル発注事業共東京都などと大きく差があると感じます。環境、

防災そして即効性利益が明確でないと評価に値しないと感じます。 

ただ将来的には最も重要な懸案事頄であり大系的な視野が必要であると考えています。 

過去に１つの事業についてＴＥＬであったが、当方ではやってないとことわられ、工科大と連携した

らとは言ってくれるがあまり親身に考えてくれなかった。 

新分野へ進出するにしても、補助制度があるにしても、ある程度の自己資金が必要になるわけ

で、この業界で参入できる業者は、限られた、ごく一部の業者ではないか。 

アウトソージング等の業務紹介があるが隨契等が多く弊社のような無名な零細企業に開かれたも

のはありません。県内準大手、老舗企業は横の繋がり、自治体との繋がりもあるが我々にはあり

ません。 

建設業者は今、高知県の厳しい状況の中で何とか持ちこたえているような状態です。 

ほとんどの中小企業は、新分野へ進出することを考える様な気持ちの余裕もないのでは・・・。 

様々な補助金もよいのですが、その大切なお金を悪用する一部の人もたくさんいるのでは・・・？

本当に必要な人に必要な補助がいくように、取り締まりを強化し、高知県全体が元気になるように

考えてほしいです。 

これからの建設業に将来性はなく、新分野進出の意欲不足と高齢による。 

自分の仕事に対して、より良い工事を行うことがもっとうだと考えています。 

新分野に今更変更してまた一から出直さすおつもりですか。 

今の世の中八方ふさがりではないですか、一体何の新分野へ進みなさい、「これはいいですよ」っ

て言えることがあるのですか？それなら今の道を細々と進む方が当たり前の道と思っています。

室戸市にここ5～6年塗装工事の発注がないのが残念です。政治なんかどうでも良い心境です。 

新分野＝１次産業への支援の偏り 

入札制度の見直し 

弊社は計量機械製造メーカーが主体で営業及び新分野に展開中であります。 

今回の調査内容及び調査頄目には違和感を感じました。 

弊社は「建設業」専業ではありません 販売８５％ 建設業１５％ 

今日、明日の仕事がない者に新分野進出の支援策は？ 

新分野進出の支援策以外にも、いろいろな分野で各種補助金がこれまでにもあったようですが、

県の補助金の申請等は、手続が面倒だと思います。このようなアンケートも必要性を感じません。

委託をしてまで回収をするのはどうかと思いました。 

新分野に進出した企業でもあまり良い結果を聞かない。 
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新分野進出は一つの手段として将来性や有効性が望め魅力はあると思うが現在の建設業をどう

していくのかが大きな課題でもある。 

ただ会社だけが生き残ればいいのか？ 現従業員の雇用の確保はできるのか？ 即効性のある

分野は何なのか? 

新分野へ進出というだけで、あまり進めるべきものがなく、内容の考え方が現実と違う。あてにな

らないと思う。 
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建設業の本業についてのご意見 

毎年のことですが建設、土木業にとって４～７月頃までﾞの仕事の急減を何とかしてほしいと思い

ます。ハサミで切ったように仕事がなくなりこの間の資金繰りに大半の子会社は困っていると思い

ます。大企業などは余力があるだろうけど小さい会社にとってはとても苦しいと考えます。 

建設業の単価が低いため皆生活に困窮しています。 

最低価格をもう尐しあげていただきたいです。 

登録しているだけで、専門業者以外に発注されているケースが多い。 

県知事の尽力により、仕事件数（建設）が増加しております。単価が安いので全体で見ると収入は

変化ありません。 

電気工事士（現在もっている）を第２種電気工事士に切り替えるにはどの様な手続きを取ればい

いでしょうか。今のままでは県および市の入札には呼んでいただけないでしょうか。 

土木事務所の対応が非常に悪い。 

小さい土木工事業者には発注しない考えであり、考え方を変えてほしい。もう一度会ってお話をし

たいと思っています。 

指名する側がもっと業者を調べたうえで選んでもらいたい。 

高知県（県）又は（市）は、県内で実績を企業に持たすことを考えるのが先 

実績をつけた企業は県外・国外に仕事を求め、税を県に落とせるよう考えるのがベスト 

今後共、県内企業が工事受注、機会拡大が計れる様行政指導をお願いします。(特に入札参加条

件等） 

今後、公共事業が減尐する中必ずや業者数減のサバイバル状態にある。地元、大中小業者、専

門業者、それぞれの分野を明確にして努力した業者が生き残れる様、指名、発注、etc ご配慮願

いたい。土木工事会社が専門業者の分野に入ってきている。 

建設業者の数と発注量のアンバランスを解消してほしい。 

専門的得意分野の営業活動を通じて確立を目指す。 

公共工事が減尐する中、県外業者の参入が多くなり、孫請け以下のような状態で仕事を受けるこ

とが多いが厳しくても今の仕事を続けていきたい。地元のことは地元業者で！（そんなことは分か

っていると言いたいでしょうが、切実な願いだ！） 

現在の公共工事における発注方式（ランク別等）では、小さな会社は地元でだされる工事におい

ても入札に参加も出来ない状況にあり、地域に残り頑張っている者として残念である。もう尐し柔

軟な発想において（例：一般入札及び指名においても地元業者にはB,Cランク合同で行う等）機会

を多くして頂きたい。 

一般競争入札等を行うにあたって公募の範囲が広すぎる為、地域に根付くものもなく、また地域

貢献とは程遠いものになっている。本来指名入札制度だけでは、公平さを得られないのはわかる

が、仕事が減尐したから平均を図るために、広く公募を募り仕事あるようごまかしているようにし

か考えられない。一般公募を行うにしても地域拠点を考えた範囲を縮小した政策を行っていただ

き、地域ごとの活性化と縮小を行ってもらいたい。 

もっと仕事を増やしてもらいたい。南国市にも高齢者用のアパート建設すること。  
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もっと土木工事を増やしてほしい 

近年町の公共建築工事に多くの土木業者が入札に参加（建築業者となり）している。公共工事は

施工管理技士など資格やその他で県のランク付けがある。工場も、機械、道具もなく下請業者の

みで工事が進む。したがって技術指導も技能者育成もしない利益だけ求めている。又、民間建物

は住宅産業会社が強く小さな建築業者は消えている。特に建築、大工の高い技能の伝承はどう

なる。プレカット工場で大工は生まれない。植林の最大の目的である木造建築。県の指針で風向

きを変えてほしいものだ。 

一般競争等での加点 

建設業は、今すごく不況で仕事がないので失業している親方達がすごくいます。 

（一人親方）市や県の仕事を尐しでも、個人の事業所を救える対策等考えてほしいです。 

景気対策を早急にお願いします。特に公共事業を。 

年々建設工事が尐なくなっています。仕事はしたいのに仕事がない状況です。しかも電子入札な

どお金がかかる事ばかりです。建築の方は紙入札なのにどうして土木工事だけ、天下りの支援を

しないといけないのでしょうか？小さな業者は本当に困ります。 

公共事業を増やしてほしいです。 

その他の助成云々は、どうせ我々の極小の業者には適応にならないので興味ありません。農業

にしても戸別補償云々といいますが結局は減反に応じないと対象にならず、減反した分だけ収入

が減るだけのことで（尐しばかりの補償金をもらっても）後の農地の管理を考えると何にもならず、

減収政策としか思えません自力で補てんをしてまいりましたが、公共事業も減尐ばかり・・・・ 

私には国は日本で農業をするな！！と言っているようにしか思えません。オレンジの輸入の時に

してもです。米は守ってくれるはずではなかったのでしょうか? 

今度はＴＰＰとか言っています。そのような話の中で本当に業者が農業分野に進出してやっていけ

ますか？？ 農家は自分の土地だから多尐のことは我慢して仕事をします。時給で人を雇って本

当に農業が出来ますか??? 野菜の値段を考えると（米もですが）時給計算すると赤字だと思いま

す。 

新分野へより本業の安定をはかりたい。そのための支援をはかって下さい。 

やる気は十分あります。仕事をください。 

 新分野進出支援を打ち出しているが現状をもっと考えて指導してほしい。経費を切りつめないと

いけないのに、入札参加等にかかるソフト等、今迄不要だった経費が必要になった。建設業しか

出来ないのに、早く辞めろ辞めろと指導している。 

 こんなアンケートの回収とかにかかる経費があるのならソフトを県が用意して配布してほしい。 
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その他のご意見 

景気回復その一言につきます。 

民事再生法の廃止を求めます。 

新分野に進出するにも、もう会社に体力がなく、現状維持が精一杯の状態である。公共事業をも

っと関連制のある事業（工事等）を発注してもらいたい。 

お願い。 学校、公園、道等に植えている木を再々切っている件について、今環境問題で地球の

温暖化が叫ばれています。その為木を切ることに対して不安があります。夏は涼しい木陰となり、

O2を多く出してくれている木々をバサーと切り、それを焼却するには多くの費用、CO2が排出さ

れ、人間に良くないと思います．役所の人がこれからの、地球に意識を持って仕事をしてくださる

よう、お願いしたいと思います。未来の子供たちによい環境を残してください。 

当社（２社）等が行っている水事業に対して、県として県外でやるプロジェクトに資金面及び顧客紹

介に於いて援助してほしい。 

建設産業が高知県内の経済に及ぼしてきた役割は大きかった。県内経済浮上に今こそ地方経済

活性化をさせるため、地場産業創造のため、精根を入れて成功を収めるまで熱心に援護できる機

関の創設を願う 

企業とは1個人が起こした営利を求めた会社であります。 

企業を起こした者は、行政に対して補助、融資制度に頼ること、又受け入れる側もおかしいと疑問

をいだきます。 

企業を起こした以上自分の責務で社員を守り努力をすることが必要で、1個人の起こした企業にど

うして行政が関与するのか。大事な税金は、県民誰もが平等に利用、使用できる物に使うべきだ

と思います。 

補助、融資制度にたずさわる公務員も大変な数が必要となり、私個人無益な事だと思います。 

企業も大変で人員削減をも行い、会社を守るため日々努力をしています。行政も赤字経営をいか

に尐なくするか努力をすることも大事。もっと県民一人一人が当然するべきことの自覚を持ち、行

政はもっと他にやるべきことを行い、個人のことを行政に頼る事はおかしいと思います。 

多すぎて書けない。言ったところで改善はされない。 

・単にＴＰＰに反対するだけでは不可。何事も守るだけでは生き残れる筈がない。 

・土地を守ることにウェイトをおいた農家ではダメ。 

・農協の大改革を！ 

実用新案・特許等が絡むので、どこに、誰に相談すべきか判らない。 

何も要りません！！ 

今、国の中で総理が毎年変わるような中で国民がいくらどうしたいといっても光が見えづらい。もっ

と安定してほしい。 

アンケートになぜ会社名や住所を記入しなければいけない？ 

業務上、景観整備事業などにおいて地域にあった施策等が不十分ではないかと思われます。ま

た、観光誘致事業でも市や関連団体の活動は目覚ましいが、県の活動状況が不透明に思いま
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す。 

１、施策について…行政側は県全体の立場で政策の立案、実施を行う。民間は特に昨今は 目

先のことに汲々としている。県の施策は、現場に下りてきたとき、本当に実効を上げているか疑

問である。最近は指導と称して、行政側から要求されることに、零細な民間業者は対応しきれ

ない。零細な業者には経営上の負担となっていることが多すぎる。大きな無駄と考える。 

2、行政マンの意識について…昔から行政のやることに間違いはないという立場を貫いている。民

間には60点、70点と点数をつけるのに、行政が100点であるわけはない。行政側がこの立場を

変える工夫をしなければ、施策の実効性は損なわれる。 

「絵に書いたもち」にならない様に望む 

本気で取り組んでいるのでしょうか？ 

現在は特になし。 

自分の道は自分で拓く。それが出来なければ事業廃止か倒産、それだけのことである。 

「知っている者だけが得をする」というのではなく、全ての人に情報を公平に提供してほしい。 

景気刺激対策の強化、将来への不安を取り除く施策を。 

人口増加に尽力して下さい。 

今後ますます福祉介護が必要になり施設が足りなくなる。 

市町村が豊かにならなければいけないと思うので、もっともっとあらゆる面で情報が必要だと思い

ます。 

特に意見はありません。 

若い人が働けるようにしてほしい。 
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建設業の新分野進出に関するアンケート調査結果（市町村別一覧）
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建設業の新分野進出に関するアンケート調査結果（市町村別一覧）

高知市

小計

香南市

香美市

南国市

小計

いの町

越知町

佐川町

仁淀川町

土佐市

日高村

小計

安芸市

安田町

芸西村

室戸市

田野町

東洋町

奈半利

馬路村

北川村

小計

大川村

大豊町

土佐町

本山町

小計

四万十町

須崎市

中土佐町

津野町

梼原町

小計

黒潮町

三原村

四万十市

宿毛市

大月町

土佐清水市

小計

市町村名

高幡
地域

幡多
地域

総計

産
業
振
興
監

配
置
エ
リ
ア

高知市
地域

物部川
地域

仁淀川
地域

安芸
地域

嶺北
地域

現
状
維
持

規
模
拡
大

規
模
縮
小

わ
か
ら
な
い

将
来
や
め
る

す
ぐ
に

や
め
た
い

未
回
答

後
継
者
が

い
な
い

建
設
業
に

将
来
性
が
な
い

資
金
繰
り
等

で
経
営
難

そ
の
他

意
思
な
し

進
出
済

進
出
済

更
に
検
討
中

進
出

意
思
あ
り

進
出
意
思
は
有
り

何
を
し
て
良
い
か

分
ら
な
い

建
設
業
専
業

に
戻
る

そ
の
他

未
回
答

農
業

林
業

漁
業

福
祉

産
廃
業

サ
ー

ビ
ス
業

そ
の
他

賛
同
・
協
力
が

得
ら
れ
な
い

資
金
に

不
安
が
あ
る

人
材
不
足

共
同
事
業
者
が

必
要

相
談
先
が

な
い

情
報
不
足

そ
の
他

302 47 40 47 15 14 5 19 16 15 1 322 40 7 25 62 1 5 8 15 7 7 5 20 30 48 35 7 23 40 9
302 47 40 47 15 14 5 19 16 15 1 322 40 7 25 62 1 5 8 15 7 0 7 5 20 30 0 48 35 7 23 40 9
27 2 2 2 1 1 2 2 1 1 28 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1
16 1 2 5 1 1 2 1 20 1 1 4 2 2 1 1 1 2 3
49 3 5 4 3 1 2 1 3 1 50 3 2 1 7 2 1 2 3 2 2 4 4 1 2 4
92 6 9 11 5 3 2 4 4 5 1 98 7 3 2 14 0 1 3 4 4 0 0 4 3 3 0 6 6 2 7 9 1
26 3 2 3 2 2 21 7 4 3 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1
9 2 1 7 1 1 3 3 1 1 2 1 2

12 1 1 2 2 13 1 1 1 1 1 1
10 1 3 5 2 1 2 11 4 1 4 1 1 3 1 1 1 3 2 1 2
14 1 2 4 1 1 12 3 1 6 2 1 2 1 4 2 1 1 5
14 3 1 1 1 1 1 14 1 5 2 1 1 2 1 1 3 1 1
85 8 11 15 6 2 0 4 3 3 0 78 16 2 7 22 1 0 1 12 8 1 6 1 3 4 2 15 6 2 4 13 3
22 1 4 2 4 1 1 4 2 3 19 7 1 1 4 1 2 1 2 1 4 3 3 3
4 2 6
4 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1

26 1 4 4 1 1 1 29 3 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1
4 1 3 1 1 1 2 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1
2 1 4 2 2 2 6 3 1 1 1 1 1 1 2
6 2 7 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1

73 2 14 18 8 2 1 5 7 5 2 79 14 4 1 14 1 4 1 6 3 0 3 2 6 5 1 11 5 0 6 12 1
2 1 1 1 2 1 1
6 1 1 6 1 1 1
7 1 3 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1
7 1 5 1 2 1 2 1 2

22 1 3 1 3 0 0 2 3 0 0 21 1 0 1 6 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1 2 0
32 1 6 3 1 1 1 21 5 1 6 9 1 7 3 1 3 2 4 9 4 6 8 1
16 2 2 4 2 2 4 2 14 3 9 2 3 1 1 1 2 4 5 2 2 5
3 2 2 3 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3

16 3 2 1 8 2 3 2 5 1 1 2 5 1 1 1 1 6 3 3 1 5 3
6 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 1 1 2

73 5 14 14 3 3 1 1 5 4 0 49 15 4 12 27 1 4 1 15 13 1 3 2 6 8 0 18 15 7 10 21 6
10 1 3 4 1 1 9 4 1 5 1 1 4 1 4 1 1 2
6 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2

65 5 11 13 8 6 4 4 56 15 5 7 16 1 2 12 2 1 2 2 7 9 1 11 5 2 6 13 7
41 2 3 9 3 2 2 4 4 34 9 1 13 1 2 2 2 1 3 3 4 10 5 1 2 5 4
10 2 5 10 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2
31 1 2 1 25 5 5 1 1 1 4 2 2 1

163 10 21 33 12 2 0 9 8 8 0 136 36 5 12 44 2 6 0 20 7 2 6 3 11 20 4 31 15 4 9 26 14
810 79 112 139 52 26 9 44 46 40 4 783 129 25 60 189 6 21 14 73 44 4 25 17 49 71 7 132 85 22 60 123 34

建設事業の今後の方針 建設業をやめる理由 新分野進出の方針 進出検討中分野 進出分野にあたっての課題
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建設業の新分野進出に関するアンケート調査結果（市町村別一覧）

高知市

小計

香南市

香美市

南国市

小計

いの町

越知町

佐川町

仁淀川町

土佐市

日高村

小計

安芸市

安田町

芸西村

室戸市

田野町

東洋町

奈半利

馬路村

北川村

小計

大川村

大豊町

土佐町

本山町

小計

四万十町

須崎市

中土佐町

津野町

梼原町

小計

黒潮町

三原村

四万十市

宿毛市

大月町

土佐清水市

小計

市町村名

高幡
地域

幡多
地域

総計

産
業
振
興
監

配
置
エ
リ
ア

高知市
地域

物部川
地域

仁淀川
地域

安芸
地域

嶺北
地域

１
年
以
内

2
年
以
内

3
年
以
内

未
定

そ
の
他

未
回
答

同
業
者

同
業
者
以
外

金
融
機
関

商
工
会

会
議
所

行
政
機
関

産
業
振
興

セ
ン
タ
ー

そ
の
他

相
談
し
た

（
す
る
予
定

）

相
談
し
な
い

農
業

林
業

漁
業

福
祉

産
廃
業

サ
ー

ビ
ス
業

そ
の
他

同
業
者

同
業
者
以
外

金
融
機
関

商
工
会

会
議
所

行
政
機
関

産
業
振
興

セ
ン
タ
ー

そ
の
他

相
談
し
た

相
談
し
な
い

利
益
が
あ
が
り

貢
献
し
て
い
る

事
業
単
位
で

採
算
と
れ
て
る

売
上
高
が
あ
が
る

段
階
で
は
な
い

建
設
事
業
か
ら

補
填
し
て
い
る

損
失
が
出
て
継
続
を

考
え
直
し
て
る

そ
の
他

未
回
答

8 12 16 46 8 4 8 8 10 5 13 13 13 39 55 6 1 4 3 15 29 3 3 11 4 10 6 3 18 30 8 12 5 4 2 4 13
8 12 16 46 8 4 8 8 10 5 13 13 13 39 55 6 1 0 4 3 15 29 3 3 11 4 10 6 3 18 30 8 12 5 4 2 4 13

2 1 1 1 1 3 1 1 1 0 4 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1

2 3 3 1 1 1 3 1 3 7 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1
2 3 5 5 2 2 0 1 0 0 4 2 1 6 13 3 1 0 0 0 3 3 2 0 1 0 1 0 0 3 7 1 2 4 0 0 1 2

1 1 5 1 1 1 2 1 3 4 2 1 1 2 3 2 1 1 1 4 4 1 3 1 1 1 1
4 1 1 3 1 1 1 1
2 1 1 1 1 0 1 1
4 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2

1 4 1 1 1 1 2 5 2 1 1 1 2 1 2
1 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 0 1 1
2 1 1 23 1 3 3 0 2 2 6 5 0 12 19 4 4 0 0 4 4 5 4 0 2 1 2 1 1 8 11 1 7 2 3 1 0 5
1 1 4 1 1 5 4 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 5 4 1 3 1 1 3

0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1
2 1 3 0

1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 12 2 1 0 1 0 0 2 2 1 6 13 7 1 1 1 2 5 1 2 1 2 2 7 1 0 8 11 1 3 5 2 0 1 7
1 1 0
1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 2 0

0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 5 2 7 6 2 2 3 4 4 1 11 5 5 1 1 1 3 2 1 4 2 1 2 3

2 6 1 1 1 1 3 6 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 3 1 1 3 1 1 1 1 1
1 3 1 5 1 1 1 1 1 4 6 3 3 1 1 1 1 5 1 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1
5 9 5 22 1 1 7 4 4 4 7 5 3 22 21 10 9 0 0 2 1 1 1 1 1 1 5 3 3 10 10 1 4 6 3 0 1 5

1 4 1 1 1 2 4 2 1 2 5 1 1 2 1 0 4 1 2 1
2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1

3 3 3 19 2 4 4 3 5 4 3 14 14 3 4 2 1 2 3 7 4 1 4 4 4 1 2 12 9 1 4 11 1 4
1 3 1 8 1 1 2 1 2 2 4 10 2 1 2 4 1 1 9 1 3 2 4
1 2 1 1 1 3 2 0 2 1 1

5 1 1 2 3 3 1 1 3 2 3 2 2 5 1 1 2 1
5 6 7 40 3 0 5 7 8 8 10 8 8 29 32 11 7 2 2 4 9 11 4 1 6 7 6 3 4 19 24 2 6 19 5 0 1 10

24 32 36 153 17 12 23 21 24 19 43 36 26 116 158 42 23 3 7 15 37 50 16 7 24 15 32 14 11 67 93 14 35 41 17 3 8 42

進出予定時期 進出済分野相談（予定）先 相談の有無 相談先
相談の
有無

新分野の事業状況
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建設業の新分野進出に関するアンケート調査結果（市町村別一覧）

高知市

小計

香南市

香美市

南国市

小計

いの町

越知町

佐川町

仁淀川町

土佐市

日高村

小計

安芸市

安田町

芸西村

室戸市

田野町

東洋町

奈半利

馬路村

北川村

小計

大川村

大豊町

土佐町

本山町

小計

四万十町

須崎市

中土佐町

津野町

梼原町

小計

黒潮町

三原村

四万十市

宿毛市

大月町

土佐清水市

小計

市町村名

高幡
地域

幡多
地域

総計

産
業
振
興
監

配
置
エ
リ
ア

高知市
地域

物部川
地域

仁淀川
地域

安芸
地域

嶺北
地域

サ
ー

ビ
ス
や

商
品
が
売
れ
な
い

販
売
ま
で
の
借
入

負
担
が
大
き
い

初
期
設
定
単
価
で

利
益
が
出
な
い

想
定
外
費
用
が

多
す
ぎ
て
採
算
が

取
れ
な
い

想
定
外
の
規
制
で

進
ま
な
い

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

建
設
業
が
忙
し
く

手
が
足
り
な
い

採
算
が

と
れ
な
い

運
転
資
金
が

足
り
な
い

市
場
に

入
れ
な
い

将
来
性
が
な
い

そ
の
他

未
回
答

産
振
セ
ン
タ
ー

地
域
オ
フ

ィ
ス

協
議
会
の
補
助
金

ソ
フ
ト
事
業

雇
用
助
成
金

ア
グ
リ
体
験
塾

レ
ン
タ
ル
ハ
ウ
ス

農
業
確
立
支
援

林
業
就
業
講
習

そ
の
他

3 4 1 2 2 1 78 36 69 73 133 59 37 26 52 5
3 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 78 36 69 73 133 59 37 26 52 5

6 3 7 8 9 3 10 4 4 2
4 3 2 6 4 4 1 6

11 3 7 9 19 7 10 2 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 16 17 34 14 24 7 16 2
2 1 1 1 5 4 4 6 10 3 5 1 5

1 1 2 2 2 1 2
2 1 3 3 5 1 2 1 2

1 1 3 1 3 3 8 1 1 2 5
3 2 3 4 8 1 2 2
4 1 1 1 4 2 2 3 1

2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 10 16 19 37 8 12 5 19 1
1 1 7 5 5 5 9 3 14 3 4 1

2 1 3 1 2 2 2 2
1 1 1 3 1
5 1 8 7 9 3 4 3 6 1

1 1 3 1 3 2
3 1 1 1 5 4 4 2 2

1 2 6 1 1
2 2 2 2

1 1 1 2 1 1 1 1
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18 8 21 20 34 13 37 11 21 2

1 1
1 2 1 3 3 1 1 1
5 2 2 4 3 5 4 1 3
3 2 2 3 4 4 3 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 5 10 10 10 8 4 9 0
1 1 1 11 6 15 13 18 16 13 6 11

1 1 3 1 1 2 5 5 7 2 7
1 1 2 2 1 2

1 3 3 3 2 4 2 4 5
4 3 1 3 4 1 2 3 8

1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 22 13 21 22 33 25 28 11 31 0
5 3 4 4 5 2 3 3 4
4 2 1 3 2 4 1 3

1 1 1 17 13 14 17 27 13 10 4 10
1 1 1 1 1 1 1 11 8 15 11 22 11 8 4 17

3 1 4 3 5 4 3 1 2
1 1 8 1 8 8 7 4 4 1 1

1 3 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 48 26 47 44 69 36 32 14 37 0
7 10 4 7 4 0 4 0 2 0 0 0 3 1 215 108 195 205 350 165 178 78 185 10

採算が取れない理由 建設業専業に戻る理由 支援制度の認知度
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建設業の新分野進出に関するアンケート調査結果（市町村別一覧）

高知市

小計

香南市

香美市

南国市

小計

いの町

越知町

佐川町

仁淀川町

土佐市

日高村

小計

安芸市

安田町

芸西村

室戸市

田野町

東洋町

奈半利

馬路村

北川村

小計

大川村

大豊町

土佐町

本山町

小計

四万十町

須崎市

中土佐町

津野町

梼原町

小計

黒潮町

三原村

四万十市

宿毛市

大月町

土佐清水市

小計

市町村名

高幡
地域

幡多
地域

総計

産
業
振
興
監

配
置
エ
リ
ア

高知市
地域

物部川
地域

仁淀川
地域

安芸
地域

嶺北
地域

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

利
用
数

満
足

不
十
分

そ
の
他

2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1
2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 1 1 1

1 1
1 1 1 1
2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

2 1 1
1 1

1 1
0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 4 3 0 1 2 1 0 1 6 2 1 3 5 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0

利用した支援制度と評価
農業確立支援 林業就業講習 その他産振センター 地域オフィス 協議会の補助金 ソフト事業 雇用助成金 アグリ体験塾 レンタルハウス
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建設業の新分野進出に関するアンケート調査結果（市町村別一覧）

高知市

小計

香南市

香美市

南国市

小計

いの町

越知町

佐川町

仁淀川町

土佐市

日高村

小計

安芸市

安田町

芸西村

室戸市

田野町

東洋町

奈半利

馬路村

北川村

小計

大川村

大豊町

土佐町

本山町

小計

四万十町

須崎市

中土佐町

津野町

梼原町

小計

黒潮町

三原村

四万十市

宿毛市

大月町

土佐清水市

小計

市町村名

高幡
地域

幡多
地域

総計

産
業
振
興
監

配
置
エ
リ
ア

高知市
地域

物部川
地域

仁淀川
地域

安芸
地域

嶺北
地域

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

企
業
数

手
続
き
が
煩
雑

申
請
書
が

書
き
づ
ら
い

窓
口
不
明

そ
の
他

1 2 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第２章 新分野進出企業例 

 

建設業者の中で新分野に進出した県内企業（６社）を対象として、ヒアリング調査を行い

ました。 

各企業の概要をはじめ、新分野進出時の背景や動機、新事業の概要、進出時の苦労やその

対応、活用した支援策、新事業の経営戦略などについて聞き取り調査を実施し、事例として

まとめました。 

また、経営の専門家である経営コンサルタントも同行し、経営についての留意点やアドバ

イス等も掲載しています。 
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１．株式会社エコグリーン 

１ 法人の概要 

（１） 法 人 名 ：株式会社エコグリーン 

（２） 関連企業 名 ：― 

（３） 所 在 地 ：单国市東崎 791番地１ 

（４） 資 本 金 ：1,000万円 

（５） 従 業 員 ：12名 

（６） 進 出 分 野 ：農業（マンゴー育成） 

  その他（LED販売） 

（７） 新分野事業開始時期：平成 21年(マンゴー育成)、 平成 22年(LED 販売) 

 

２ 新分野進出の背景・動機 

建設業は先行き不安で、自社の工事も減尐し、とりあえず他の事業をいくつかスタート

してみることから始めた。 

①マンゴー育成 

先行してマンゴー育成を行っている知人がおり、ノウハウを習えるため。また、宮崎県

では話題となったが、高知県内では７反しか栽培しておらず地元競合が尐ないため。 

②LED販売 

日本も省エネ時代となり、電気消費量節約の促進を考えると環境関連の市場が伸び、か

なりの需要が見込まれ、利益の確保もできると考えたため。 

 

３ 新事業の概要 

①マンゴー育成 

現時点は試験段階で販売までは行っていない。安芸郡安田町の海岸部で育成を行っており、

育成面積は現在約 13 アールである。後２～３年ほどで収穫となり、青果や加工用（ピュー

レ等）として出荷する計画である。 

②蛍光灯ＬＥＤ販売 

香美市土佐山田町に営業所を構え営業している。営業先は主に事業所を対象としているが、

個人の新築住宅にも行っている。 

 

４ 進出時の苦労やその対応 

初めは不安であったが、とにかくやってみることにし、３年後に成功することと目標に

している。30代から 40代の社員に、建設技師から営業に転向してもらうよう、理解と協力

を求めた。現在は全社員了承のもと、一丸となって事業に当たっている。  
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５ 導入した補助事業等 

公共団体や金融機関の補助金や融資はなく、自社資金のみの資本で事業展開している。 

 

６ 従業員の雇入れ状況 

新分野進出にあたっての新たな採用は行っていない。既存社員が営業等へ転向する事で

対応している。月給は平均約 25万円で建設業時と変わらない。 

 

７ 今後の新事業の経営戦略 

マンゴーの収穫までは２～３年かかる。収穫後の販路は３割を生

果販売、７割を加工用と想定している。加工用の販路は既に確保。

アイス、ジャム、ゼリー、ドレッシングなどの商品になる予定。生

果は量販店に販売予定。 

ＬＥＤ販売はここ数年が勝負。競合も多くなる事が予想されるた

め、営業を積極的に進めていく方針。 

今後の新分野進出については、事業分野を林業、産業廃棄物処理業など分野を幅広く検

討していく。 

 

８ 新分野へ進出しようとしている企業へアドバイス 

新分野の事業を始める時は、小規模なところから始める方が良い。 

何かしないといけない、何かしたいと考えているが、考えすぎて踏み出せなくなるとよ

く聞く。検討し採算見込みがあれば「まずはやってみる」事から始めると良いのではない

だろうか。いくつかの事業をスタートし、１つ２つを事業として残すくらいの気持ちで取

り組んでみてはどうだろうか。 

 

９ 経営コンサルタントによる意見 

安田町でマンゴーの栽培を始め、数年後の商品化を目指している。商品構成は、マンゴ

ー果実が 3 割、その加工食品が 7 割となる。マンゴー加工食品は、県内の有名菓子店と提

携して加工販売する予定である。 

マンゴーは、近年、輸入量の増加や国内での生産量の増加に伴い、身近な商品となって

きた。輸入品はメキシコやフィリピン産、国内品は沖縄県や宮崎県産が多い。特に宮崎県

産完熟マンゴー「太陽のタマゴ」が有名で、高級果物として贈答品などに利用されている。

また、マンゴー加工食品としてはプリンやケーキ、アイスクリームなどが商品化され、菓

子店やスーパーマーケットなどの小売店で売られている。 

マンゴーの栽培は、土壌や気候条件に左右され難しいとされるが、高知県はその条件を

満たしており、高品質のものを生産できる。「太陽のタマゴ」のようにブランドを構築する

ことが重要で、ブランディングに成功すればかなりの売上は期待できる。 
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２．株式会社開洋 

１ 法人の概要 

（１） 法 人 名 ：株式会社 開洋 

（２） 関連企業 名 ：㈱スマイルフーヅ 

（３） 所 在 地 ：高知市鷹匠町１丁目２番５３号 

（４） 資 本 金 ：3,000万円 

（５） 従 業 員 ：38名 

（６） 進 出 分 野 ：サービス業（パン製造・販売） 

（７） 新分野事業開始時期：平成 20年 

 

２ 新分野進出の背景・動機 

本業である建設業の事業量が減尐見通しであったため、以前から新分野を探し過去には

東京で居酒屋を経営していた。しかし景気の影響で業績が大きく落込みさらに他分野を探

していた。 

農業分野については先代社長の頃よりユズ栽培等の農業の困難さは知っており、農業分

野への進出は控えた。 

105円ベーカリー店の施工をきっかけに、パン製造・販売業の検討を行い進出することを

決めた。平成 20年、岡山市に第１号店（店舗名：アンシュシュ）を出店。その後さらに同

市に１店舗を出店した。パン製造・販売の場所として、岡山県岡山市を選んだ理由は岡山

県が近隣県で１番にパン消費する県であった事と、当時競合店が無かった事である。 

現在は別会社（㈱スマイルフーヅ）を設立し運営しており、採算ラインに乗っている。 

 

３ 新事業の概要 

岡山市内で店舗兼工場（ベーカーリ店風）を２店舗経営。２店舗間の距離は約６キロと

近いところで開業した。製造・販売時間は午前７時前～午後９時とした。 

商品は「やきたて」の 105円パンが特徴で、パンの種類は約 130種あり、お惣菜パン・

食パン等がよく売れている。 

 

４ 進出時の苦労やその対応 

１店舗目は借地に自社建物を建設、出店。２店舗目は地権者が建物を建て、そこを借り

て出店し初期投資を軽減した。 

小麦等の原料価格が今後上がる見通しであり、ロス低減など原価管理を徹底して対応を

図る。業務においては、立ち仕事と重い調理鉄板等の運搬があるため、従業員の健康・安

全管理に十分注意している。  
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５ 導入した補助事業等 

本社は高知市であるが、開業場所は県外岡山県である。このために高知県、岡山県の両

県の助成金制度はいずれも活用出来なかった。 

徳島のフランチャイズ先に各種相談。徳島県で従業員を１カ月研修させた研修費には、

補助金が支給された。 

 

６ 従業員の雇入れ状況 

岡山県内で男性３名、女性２名を雇用。 

正規従業員は 22歳から 35歳で月給約 17万円から約 30万円。 

１号店で正規従業員６名とパート 35名、２号店で正規従業員は２名とパート 30名を雇

用。懇親会等の福利厚生を行っており、従業員同士が気持ちよく働ける環境を保っている。 

 

７ 今後の新事業の経営戦略 

当面は２店舗より拡充する予定はなく、この２店を成功させていく事が先決だと考える。

１店目はベーカリー設備を追加する予定。 

競合店も出てきたので、顧客ニーズをとらえて季節感を大切にしたパン等、商品力を向

上させ 105円でも価値のあるパンを展開していく。従来通り「やきたて」パンの製造・販

売にこだわり、スーパーへの出店や予約販売はしない方針。 

ただし、従来は幼稚園児がいる家庭を主な対象とした製造・販売であったが、今後は高

齢者も購入しやすいパンを製造・販売したいと考えている。 

 

８ 新分野へ進出しようとしている企業へアドバイス 

資金面の計画とマーケティングをきちんと行うことが重要であり、店舗を拠点とし販売を

行う場合は、店舗の立地条件をしっかりとリサーチすることが大切である。また、事前計画

における売上は、まず予想以下になるという事を覚悟しておく必要がある。 

新事業をいかに自分の事とし、「絶対成功させる」という覚悟を持って取り組むことが必

要であると考える。 

 

９ 経営コンサルタントによる意見 

リーマンショック以降の景気後退によるデフレ傾向が強まる中、「焼きたてパンを全品

105円」で提供するというビジネスモデルが低価格志向の消費者に受け入れられて、新事業

立ち上げから好調な滑り出しが切れた。 

小売パンの市場規模は 20年来ほぼ横ばいで推移しているが、昨今は原材料費の高騰、流

通構造の変化、売り場の変化など、市場そのものが変革期にあり、現在のビジネスモデル

が将来も通用するかどうかは分からない。 

岡山県進出をステップとして新たな収益機会が広がったわけであり、市場の変化に合わ

せた事業展開ができれば今後の成長も期待できる。 
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３．杉本土建株式会社 

１ 法人の概要 

（１） 法 人 名 ：杉本土建株式会社 

（２） 関連企業 名 ：㈲カルスト開発 

（３） 所 在 地 ：高岡郡梼原町下西の川 55 

（４） 資 本 金 ：2,000万円 

（５） 従 業 員 ：26名 

（６） 進 出 分 野 ：林業 

（７） 新分野事業開始時期：平成 13年 

 

２ 新分野進出の背景・動機 

建設業の売上がピーク時の 30%程度に減尐してきており、「自社から失業者を出したくな

い」という思いから新分野への進出を検討していた。森林組合から、林道整備、間伐等の

仕事に技術と人手が足りていないという話を聞き、進出できるのではないかと考えた。林

業進出を検討してみると、自社が保有する土木技術・機械・道具・人材を活用して作業を

行う事が可能であり、進出に伴う負担が大きくないとわかり進出を決めた。 

 

３ 新事業の概要 

平成 13 年に別会社（㈲カルスト開発）を設立し林業に進出。林業として林道整備、間伐、

除伐作業を行っている。年間約 2,000万円程度の売上げ。 

 

４ 進出時の苦労やその対応 

資本金は自ら出資した。自社の設備、備品、人材等を活用したため、初期投資費用は殆

んど必要なかった。 

進出の前に森林組合とはよく話し合い、町も積極的に話し合いに入ってくれたため、林

業進出への障害は無かった。 

当初、土木の仕事がない時期（４～７月）に林業をと考えていたが、両方の業務が重な

る事が多く、閑散期の労務費支出に苦労している。しかし、事業拡大の可能性はあると考

えており、新分野の撤退の意思は無い。 

経営課題は年間を通じた仕事がないこと、木材卖価が低いため土木業と比べ利益が尐な

いことである。しかし現在の社会情勢を考えると国内産木材の需要が伸びる可能性も考え

られ、木材価格が上がれば、搬出間伐が増加して事業が増加すると考えている。 
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５ 導入した補助事業等 

林業機械（グラップル等）を県・町の補助で購入した。 

情報は森林組合からあり、申請手続きは苦にはならなかった。 

 

６ 従業員の雇入れ状況 

新規採用は２名（22 歳、30歳）で林業は未経験者である。 

土木業で従来から雇用している従業員を、林業にも活用している。それぞれ、チェーン

ソーや重機操作等の資格を保有しており、新たに資格を取得する必要は無かった。 

今後仕事量が増加した場合、地域内で良い人材を確保することはできると考えている。 

 

７ 今後の新事業の経営戦略 

売上高は横ばいで採算収支は均衡状態であるが、今の事

業内容を充実させたい。 

木材価格が上がれば、全伐も検討していきたい。 

新たな新分野進出は現在考えておらず、目の届く範囲を

大切にしたいと考えている。 

 

８ 新分野へ進出しようとしている企業へアドバイス 

異業種との交流は、新分野進出に際して大きなヒントや支援情報を得る機会となるため、

積極的に参加していく事が大切であると考える。 

他の成功例を真似るのではなく、自社の力を確認し活かす事業計画を練る必要があると

考える。 

進出にあたっては、自分自身の考えを、ある程度しっかり持ち、検討することが必要で

ある。 

 

９ 経営コンサルタントの専門家による意見 

梼原町は総面積の 91％を森林が占めている。町内の森林を知り尽くした人材を活用して

林業分野へ進出するのは、自社の強みを活かした新分野進出であり、賢明な選択であろう。 

地球温暖化の問題が深刻になり、森林整備が我々の生活を守るために必要不可欠なもの

であることは、かなりに人々に認識されるようになってきた。環境意識が高まるにつれ、

間伐材を利用した製品の開発が進んでくることが予想される。 

現在は年間を通じての仕事がなく、なかなか採算ベースに乗りにくいようであるが、将

来的には国産木材の価値が高まり、末長く続けられる事業だと思う。 
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４．西川建設株式会社 

１ 法人の概要 

（１） 法 人 名 ：西川建設株式会社 

（２） 関連企業 名 ：― 

（３） 所 在 地 ：吾川郡いの町鹿敷 1379-1 

（４） 資 本 金 ：4,200万円 

（５） 従 業 員 ：13名 

（６） 進 出 分 野 ：サービス業 

（レストラン・ホテル） 

（７） 新分野事業開始時期：平成 20年 

 

２ 新分野進出の背景・動機 

建設業の受注が減り将来的に不安になり、常々何かをしなければならないと考えていた。

いの町で土佐和紙工芸村「くらうど」のレストラン・ホテル経営の指定管理者の公募があ

る事を知った。「くらうど」は自社の近接地であること、社長はホテルサービス、支配人は

厨房の経験があったため手をあげた。以前から経営を行っていた企業と当社の２社が手を

上げ、当社に決定した。 

「くらうど」のレストラン・ホテル経営は地元地域の活性化につながると考えており、

日頃から地域貢献を考えていた我が社にとっては非常に適した事業であった。 

 

３ 新事業の概要 

平成 20 年 10 月より、いの町の指定管理者として、土佐和紙工芸村「くらうど」のホテ

ル、レストラン、入浴部門を運営。（既に更新１回 平成 28年まで指定管理者） 

現在の売上は約１億円、部門別割合はレストラン６割、宿泊３割、入浴１割。建設業部

門より売上は大きくなった。初年度は赤字であったが、赤字幅は縮小。今年度は黒字化を

目指している。 

 

４ 進出時の苦労やその対応 

指定管理者応募まで時間がなく視察は行かなかった。必要資金は金融機関から調達した。 

前企業の社員をそのまま継続雇用たため、移行時のタイムラグはなく運営が出来た。レ

ストラン料理も洋食を主とし、経営会社変更によるシュフ等への負担はなかったと考えて

いる。 

一方で、従業員の考え方を前企業の考え方から自社の考え方に変えていくことや建設業

には無い細かなマネジメントに苦労した。  
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５ 導入した補助事業等 

公共団体の補助金は利用しなかった。金融機関の融資を利用し事業を継続して来ている。 

 

６ 従業員の雇入れ状況 

従業員は同じ条件で前事業者から引き継いだ。その後にシェフ等の入れ替えはあった。 

正規社員は高知市からの通勤者がほとんどであるが、パートは全員が町内である。 

建設業の社員とは別で、正規社員７名、パート３名である。 

正規社員の平均月収は約２５万円である。 

 

７ 今後の新事業の経営戦略 

施設が大きいので経費はかかる。建物は平成７年に建設され 16年経過し、修繕や補修が

発生している。いの町と協力し修理や設備取り替えを順次に行い運営していきたい。 

地元を大事にしながら自然環境とのコンタクトを高めイベント等強化し、ファミリー層

等の顧客増加を図りたい。 

平成 23年２月に今後５年間の継続決定があったため、アウトドアツアー（レンタサイク

ル、カヌー、山登り等）や、ブライダル事業等をもっと積極的に取り入れ実施していく。

顧客のターゲットを明確にして良い点をさらに PRしていく。 

 

８ 新分野へ進出しようとしている企業へアドバイス 

事業を始めるに当たり、夢を持って始める事が重要であると考える。 

建設業と違い、利幅が小さくマネジメントなどの業務が多いが、小さいことも大切にす

ることが大切。サービスの細かさに留意することが必要。 

マネジメントでも苦労したが、黒字化を図ることは更に大変である。当社は社長、支配

人がホテル・レストラン経営に関連する分野での経験があったが、会社や自分たちの経験

と全く関わりのない分野に新たに進出するのは難しいと考える。 

 

９ 経営コンサルタントによる意見 

国道 194 号線沿いの仁淀川の畔にある風光明媚な体験型リゾート施設である。本格的な

フレンチレストランがあり、薬草湯やサウナ、露天風呂を楽しめるのが強み。カヌーや紙

漉き、機織りの体験もできる。 

現状は、若者から親子連れ、年配層まで、幅広い顧客に来てもらっているが、なかなか

売上が増えないのが悩みのようである。リゾート的な要素が強いため、やや敷居が高く感

じられるのかもしれない。 

今後のマーケティング戦略としては、先ずターゲット顧客を絞り込む必要があると思う。

自然環境と施設の強みをターゲット層に訴求して集客し、リピート率を上げることができ

れば、売上増は可能だと思う。 
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５．ミタニ建設工業株式会社 

１ 法人の概要 

（１） 法 人 名 ：ミタニ建設工業株式会社 

（２） 関連企業 名 ：㈱ヤイロ商事 

（３） 所 在 地 ：高知市針木東町 27番地 28号 

（４） 資 本 金 ：2,000万円 

（５） 従 業 員 ：114名 

（６） 進 出 分 野 ：サービス業 

（バッティングセンター経営） 

（７） 新分野事業開始時期：平成 14年 

 

２ 新分野進出の背景・動機 

建設業は雇用の受け皿として、大きな役割を持っている。しがし、現在は建設事業自体

がピーク時の３分の１程度となり、産業全体が冷え込んできている。以前はゴルフ場や住

宅地開発事業等、民間での事業もあったが、今では補修が主となり大きな事業はほとんど

ない。従業員の仕事を確保するべく、以前にもいくつかの新分野進出を行ってきた。 

本社敷地に隣接する土地を取得し、当初は社員用の駐車場として使用していたが、有効

な土地活用を模索していた。県外で活躍するテント会社の経営者と知り合い、ドーム 23の

１号店を建設・運営開始。地域の子供たちをはじめ、住民が手軽に楽しく遊べる場所を提

供すると共に、スポーツの振興や野球レベルの向上を目的とした。 

 

３ 新事業の概要 

ドーム 23を 3店舗経営（針木店、御座店、四万十店）。内容はバッティングセンター、卓

球、サッカー、テニス、ゲーム、インターネット＆まんがカフェ等を組み合わせている（店

舗により異なる）客層は、子供からお年寄りまで幅広く、若いカップルにもデートの場とし

て利用されている。 

利用者数はオープン当初は休日で約 1,000人／日の日もあったが、年々減尐してきた。現

在は各店舗約 100人／日（休日・平日平均）。 

現在の売上は３店舗合計で約１億円、収支は均衡している。初期投資の回収は 10年で計

画している。 

 

４ 進出時の苦労やその対応 

人口に対する利用者比率の設定が難しかった。計画時にもう尐しマーケティングに力を

入れてもよかったと思っている。 

広報については社員が大会等に参加し、チラシを配った事もある。  
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５ 導入した補助事業等 

資本金や、初期投資費用等は全て自己資本で対応した。 

補助事業等は特に利用していないが、県主催の勉強会などには積極的に参加してきた。 

 

６ 従業員の雇入れ状況 

既存の社員数名(２～３名)に㈱ヤイロ商事の正社員として転向してもらった。 

アルバイト形態で主に大学生を雇用している。 

1店舗に常時 4名程度の人員配置をしている。 

 

７ 今後の新事業の経営戦略 

利用者の減尐を受けて、各種協賛による広告、ツイッ

ターやメルマガを活用しての広報等を行っている。 

今後は地域特別価格や様々な企画（イベント）、野球

チームなどへの時間帯貸出（打ち放題）等も検討し、新

規顧客の確保につなげていきたい。 

ドーム 23とは別に、建物を建設して貸し、賃貸経営をしている事業がある。こちらは、

賃貸経営での収益性が高いわけではないが、建設による建設分野での仕事の確保や、維持

管理にかかる仕事の確保を行う事が出来た。 

今後もそういった案件があれば拡大していきたいと考えている。 

 

８ 新分野へ進出しようとしている企業へアドバイス 

今までに様々な分野を検討してきたが「この分野がいい」と言ったものは無かった。し

かし、常日頃からアンテナを張っておくことが重要であると考える。 

また、尐しでも興味を持った物については、早めにその情報を取得し検討する事が大切

である。 

 

９ 経営コンサルタントによる意見 

バッティングや卓球のスポーツとアミューズメントが融合した複合施設で、親子連れの

小中学生（男子）が中心的な顧客となり、若いカップルもよく来場する。周辺にどれだけ

子供や若者が住んでいるかが重要で、高知市では採算が取れるが、県内の他地域での経営

は難しいだろう。 

施設を訪れる顧客は、「バッティングの練習」が目的の顧客と、「親子のふれあい」や「カ

ップルでの楽しみ」に利用する顧客に分かれる。前者は、地域にどれだけ野球尐年を増や

すか、後者は、如何にして飽きさせず「楽しさ」を提供していけるかどうかが勝負となる。 

今後の戦略としては、ブログやツイッターの活用と、野球教室や卓球大会などのイベン

トを開催して集客力を上げることと、常に新たな「楽しさ」を提供し続けるプログラム作

りが大事になってくる。 
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６．有限会社竹村綜合建設 

１ 法人の概要 

（１） 法 人 名 ：有限会社竹村綜合建設 

（２） 関連企業 名 ：㈱ちから（農業分野） 

㈱ライフケア竹村（福祉介護分野） 

（３） 所 在 地 ：四万十市西土佐江川崎 1958 

（４） 資 本 金 ：2,100万円 

（５） 従 業 員 ：30名 

（６） 進 出 分 野 ：農業(稲作)、林業(林道整備等) 

福祉介護(有料老人ホーム、デイサービス） 

（７） 新分野事業開始時期：平成 23年９月開園(予定) 

 

２ 新分野進出の背景・動機 

創業当初は土木業のみを行っていたが、地元でできる事は地元でやりたいという気持ち

から、建設関連業を展開してきた。 

近年建設事業が尐なくなり、建設業以外の新分野へ進出する事を検討していた。食は生

活の基本と考え農業分野、自社の機材・人材を活かして林業分野への進出を行った。 

また、高齢者は地域にとって宝であり、日頃からお世話になっている地域への恩返しの

思いもあり介護事業を検討していた。高齢化が進む地元地域に小規模多機能施設が無いこ

とからその施設運営を検討していたところ、介護施設の待機者が多い事や、遠方の施設に

入居せざる得ない状況がある事を知り、有料老人ホーム・デイサービスを運営する事を決

めた。 

介護施設での食事には地域の農産品を出し、地域の人を雇用し、地域の人に利用しても

らえる事を目指している。 

農業の稲作等と林業の作業道開設事業等はすでに収益が上っているが、介護福祉業務は

現在申請中である。平成 23年９月の開園を目指している。 

尐しでも地域の雇用を促進し、高齢者の安心安全を守りたいと考えている。 

 

３ 新事業の概要 

①農業 

自社と他４社で共同出資し、㈱ちからを設立。無農薬の合鴨農法で稲作を行っている。

他にも野菜等を栽培し、地産外商を意識して出張販売やインターネットを通じた販売を行

っている。 
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②林業 

林道整備や除伐・間伐を主に行っている。 

③福祉介護 

平成 23年９月開園(予定)。有料老人ホーム 15 名、デイサービス 15名を予定。 

 

４ 進出時の苦労やその対応 

各分野における資金調達は基本的（建設業と地域の元気回復事業は除く）に自社で調達。

民間金融機関を利用する。 

農業分野では、合鴨がカラスに食べられる事態が発生し、見回り等をして対応している。

収穫された米は松山市大街道で販売などしているが、更なる販路拡大が課題。 

介護事業は最初の取り掛かり方が分からなかった。自分で 40 施設ほど見学に行った。同

じ建設業者で介護事業進出済の企業にも行き教えてもらった。各施設の特徴もわかり、介

護事業が「人」の事業であることを強く感じた。経営計画、申請書類は自社で作成した。

過疎地では利用者の住む集落が離れており、都会で運営するより利用者の費用負担が大き

いことは感じている。地域に応じた行政の支援体制をお願いしたいと考えている。 

 

５ 導入した補助事業等 

農業分野では、国土交通省「建設業と地域の元気回復事業」を利用。申請書等は全て全社

および関係機関で作成したため、尐々難しく、手間がかかった。 

雇用に対する支援補助事業があれば利用したいと考えている。 

 

６ 従業員の雇入れ状況 

介護事業の雇用は、本業である建設業とは全く別で雇用予定。 

今後は地域の人を中心に雇用し、安心して働く事のできる環境を目指す。 

 

７ 今後の新事業の経営戦略 

「地域の人材活用・地域の食の活用・地域への恩返し」

を基本に経営を行っていく。 

農業分野では、現在週に１回愛媛県に地域の他産品と一

緒に販売に出向いている。リピーターも多く、販売開始前

から購入希望者が待ってくれているという状況。売上は日

によって異なるが、１日 100,000 円～150,000 円。更に、

野菜や米の移動販売も拡充する予定。更に、あいがも農法

による稲作は今後も国交省の事業に応募予定。幡多農業高

校や愛媛の農業高校と連携して加工商品開発をし、地域の

子供たちと共同開発した商品としてPRしていきたいと考
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えている。 

介護事業は今年開始する事業の採算を見て、ウエイトを重くしていく予定。採算、不採

算の見切りは３年後を目途にしている。現在申請中の介護施設が軌道に乗り、他に利用で

きる施設があれば、事業の拡大も検討していきたい。 

 

８ 新分野へ進出しようとしている企業へアドバイス 

「これをやれば必ず成功する」と言うものは無いが、挑戦をする事が大切であると考え

る。 

本業の業績が下がってから新たな事業を興すには、資金や士気等難しいと思う。尐しで

も体力があるうちに新しい分野への進出を考える必要がある。 

また新しい分野への進出では、３年を目途に目標を設定し、事業の将来に対する見切り

時を考えておく必要がある。 

 

９ 経営コンサルタントによる意見 

【農業について】 

「おいしい」「安心・安全」「生産者の顔が目に浮かぶ」などのイメージから、お米の地

産地消のニーズは強い。高知県においても仁井田米をはじめ、たくさんの銘柄のお米が出

荷されている。 

「四万十のちから米」は、「四万十川清流の水」に「あいがも農法」というこだわりの栽

培方法で付加価値をつけている。競合する商品は多いが、それらとも充分に戦えるだけの

商品力はある。 

市場において勝ち残っていくには、ターゲット顧客を明確にして如何に訴求するか大事

で、マーケティングの優务が勝敗を左右すると思う。 

 

【介護事業について】 

尐子高齢化が進む国内において介護事業の市場は、今後の成長が見込まれる数尐ない分

野として注目されている。その割には、有力企業の参入が尐なく中小零細企業が中心の市

場で、競合関係は強くない。また、不況に強いという特色もある。 

西土佐地区は介護施設が尐なく、現状は多くの要介護者が地区外の施設を利用している。

地元に信頼できる介護施設ができることは、介護する家族にとってはメリットが大きく、

ニーズは強いと思われる。 

介護事業は人材業であると言われ、成功の鍵は人事マネジメントにある。介護の現場で

働くスタッフが、明るく、元気に、はつらつとして働くようになれば、事業として発展す

ることは間違いないであろう。 

 



第３章 支援施策 

 

新分野に進出するにあたって、様々な支援策を活用できる事が多く、実際に活用して新

分野に進出した建設業の方も多くいらっしゃいます。 

支援メニューは多岐にわたり、適切なメニューを探すには時間がかかる事があります。 

まずは行政等の相談窓口を利用することから始めてみてはいかがでしょうか。 

ここでは主な支援施策についてご紹介します。 

（※支援施策の内容は調査時点のもので、年度により内容や要件が変わる場合がござい

ます。活用をご検討される際は、お問合わせ先にご確認ください） 
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１．相談窓口 

（１） 全般の相談窓口 

① 建設業新分野進出アドバイザー 

建設業の新分野進出全般のご相談を無料でお受けします。 

企業訪問や電話での相談を承っており、必要な場合には専門家を活用して課題の

解決を支援します。 

 

 

 

 

② 高知県商工労働部商工政策課 

新分野進出に関する情報の提供やご相談をお受けします。 

名称 住所 電話 

高知県商工労働部商工政策課 〒780-8570 高知市丸ノ内 1丁目 2番 20号 088-823-9789 

 

③ 産業振興推進地域本部 

県内の７つのブロックごとに地域本部があり、地域産業振興監のもとで、地域での

相談窓口として、ご相談内容に応じて関係部署にナビゲートし、新分野進出を支援し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 商工会・商工会議所 

中小企業の経営改善や情報の提供、人材育成などをお手伝いします。 

地域の商工会・商工会議所にお問い合わせください。 

 

名称 住所 電話 

建設業新分野進出アドバイザー

（(財)高知県産業振興センター内） 
〒781-5101 高知市布師田 3992-2 088-845-6600 

地域 住所 電話 

高知市地域 〒781-5101 高知市布師田 3992-3 088-826-5037 

物部川地域 〒782-0012  香美市土佐山田町加茂 777 0887-57-0015 

安芸地域 〒784-0001 安芸市矢ノ丸 1-4-36 0887-34-1270 

幡多地域 〒787-0028 四万十市中村山手通 19 0880-35-8616 

高幡地域 〒785-8576 須崎市西古市町 1-24 0889-40-0205 

仁淀川地域 〒781-1102 土佐市高岡町乙 3229 088-852-7256 

嶺北地域 〒781-3601 長岡郡本山町本山 946-6 0887-70-1015 
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（２） 各分野別の相談窓口 

① 農業分野進出について相談したい 

部署 電話 

高知県農業振興部 農地・担い手対策課 088-821-4512 

 

② 林業分野進出について相談したい 

部署 電話 

高知県林業振興・環境部 森づくり推進課 088-821-4571 

 

③ 水産業分野進出について相談したい 

部署 電話 

高知県水産振興部 漁業振興課 088-821-4829 

 

④ 福祉・介護分野進出について相談したい 

部署 電話 

高知県地域福祉部 高齢者福祉課 

(介護保険施設、有料老人ホームなどに

ついて) 

088-823-9632 

 



第３章  P3 

 

２．新分野進出全般に対する支援 

① 建設業経営革新支援事業 

県内の建設業者等が、新分野への進出や新技術及び新製品の開発などにより経営

体質の強化を図ることを支援する事業です。 

（参考：平成 22年度利用 9企業） 

助成

対象 

中小企業者である建設業者等（建設業、土木建築サービス業） 

※「経営革新計画」の承認企業または、建設業チャレンジ企業の認定が必要 

建設業チャレンジ企業の認定申請は、助成金の申請時に提出 

対象

事業 

【助成対象事業】 

新事業動向等の調査、新商品・新技術・新役務の開発 

販路開拓、人材養成 

【取り組み内容】 

・新産業の創出につながるもの 

・県外又は海外への展開 

・基盤となる技術の強化 

・新分野進出や経営革新 

助成

内容 

単 独 

支 援 

助 成 率 1／2 

助成限度額 200万円／年 

助 成 期 間 3年以内（毎年度助成対象者を審査選定する） 

協 同 合

併 支 援 

助 成 率 2／3 

助成限度額 500万円／年 

助 成 期 間 3年以内（毎年度助成対象者を審査選定する） 

申請

要件 

事前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律における経営革新計

画の承認を受けるか、交付申請に併せて「建設業チャレンジ企業」としての

認定申請をする。 

※建設業チャレンジ企業の認定を受けるには、5 年の経営改善計画（付加価

値額の向上：5年後 5%以上）を立てて、審査会で承認されることが条件に

なる。 

 

 

 

 

 

 

※同様の助成内容で、建設業だけでなく、ひろく中小企業が活用できる「経営革新支援事業」も

あります。詳しくは(財)高知県産業振興センターにお問い合わせください。 

【お問合せ先】 

財団法人高知県産業振興センター TEL 088-845-6600 

URL：http://www.joho-kochi.or.jp/sangyo_shinko_kikin/index.html#2  

http://www.joho-kochi.or.jp/sangyo_shinko_kikin/index.html#2
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② 建設業新分野進出アドバイザー派遣事業 

建設業の皆さまの新分野進出や新たな事業展開などについての様々なご相談を受

けアドバイスを行っています。 

対 象

企 業 
高知県内で建設業を営んでおり、新分野進出への興味がある企業 

相 談

内 容 

新分野進出や新たな事業展開になどについてのさまざまなご相談を受けて

おり、相談内容によっては各分野の専門家を活用するなどして、課題の解決

を図ります。 

費 用 無料 

方 法 企業を訪問させていただいての対面での相談、電話での相談どちらでも可 

 

 

 

 

 

 

③ 中小企業基盤人材確保助成金 

知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等（創業・異業種進出）に伴

い新たに経営基盤の強化に資する労働者（新分野進出等基盤人材）を雇入れた場

合、または生産性を向上させるための基盤となる人材（生産性向上基盤人材）を

新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当

額として一定額の助成を行います。 

補 助

対 象 
中小企業 

対 象

事 業 

新分野進出（創業・業種進出）のための雇い入れ 

生産性向上のための雇い入れ 

補 助

内 容 

新 分 野 進 出 140万円／人 

生産性向上 170万円／人 

※ 基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上に係る者を併せて 1企業あたり 5人ま

でが限度となります。 

※平成 23年度より制度の変更が予定されています。 

 

 

 

【お問合せ先】 

高知県産業振興センター 

建設業新分野進出アドバイザー TEL:088-845-6600 

【お問合せ先】 

独立法人雇用・能力開発機構 高知 TEL:  088-833-1085 

URL: http://www.ehdo.go.jp/kochi/ 

URL：http://www.marugotokochi.com/ts/  

http://www.ehdo.go.jp/kochi/
http://www.marugotokochi.com/ts/
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④ 中小企業雇用創出等能力開発助成金 

高度な人材の育成、新分野への進出又など図るために従業員（雇用保険の被保

険者に限ります。）に対し職業訓練を実施した場合、これに係る経費及び賃金の一

部の助成を行います。 

補 助

対 象 

事業主は「雇用保険の適用事業の事業主であること」「知事から中小労

推法に基づく改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合

等の構成中小企業者であること」などをはじめとした要件があります。

また、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「機構」と

いう）各都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。 

ただし、新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた場合は、中小企業

基盤人材確保助成金と同じ要件を満たす中小企業者に限ります。 

対 象

事 業 

改善計画の主旨 訓練の実施目的 助成対象となる訓練の形態 

新分野への進出に伴

い、新たに人材を確

保するために教育訓

練を充実させる。 

新分野へ進出するために

必要な専門的技能・知識

を有する者を育成する。 

●OFF－JT（※1）による教育訓練 

（実施時間 10時間以上） 

●従業員の申し出により受講す

る教育訓練（実施時間は、教育訓

練機関ごとに下限があります。） 

高度な技能・知識を

有する人材を確保す

るために教育訓練を

充実させる。 

職業に必要な高度な専門

的技能・知識を有する者

を育成する。 

熟練技能等を継承させ

る。 

次のいずれかに該当する訓練で

あること 

●OFF－JTによる教育訓練 

（実施時間 10時間以上） 

●ＯＪＴ（※3）による職業訓練

（実施時間 40時間以上） 

●従業員の申し出により受講す

る教育訓練（実施時間は、教育訓

練機関ごとに下限があります。） 
青尐年に実践的な職

業能力を習得させる

ために教育訓練を充

実させる。 

熟練技能等を継承させ

る。 

青尐年に実践的な職業能

力を習得させるための訓

練を実施し、「現場力」を

養う。 

（具体的には、実践型人

材養成型システムによる

訓練の実施を指します。） 

次のいずれにも該当する訓練で

あること 

●OFF-JTと OJTの組合せ訓練 

●訓練期間は、6ヶ月以上 2年以

下 

●訓練時間は、1年当たりに換算

した時間数が 850時間以上 
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補 助

内 容 

事業主に対し、次の 1)から 5)のとおり助成。 

1) OFF-JT による教育訓練に係る経費（施設・設備の借上費、教材・教

科書に係る経費、部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び

受講料）に対する 1／2に相当する額 

2) OFF-JT による教育訓練を実施している期間中に支払った賃金の 1／2

に相当する額 

3) OJT による職業訓練を実施する際の部外講師の謝金（1 人あたり 1 時

間 5 千円が助成対象の限度額）の 1／2に相当する額 

4) 事業主が負担した従業員の申し出による能力開発に係る経費（教育訓

練機関に支払う入学料及び受講料）の 1／2に相当する額 

5)職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じ、支払った賃金の 1／2に相

当する額 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

独立法人雇用・能力開発機構 高知 TEL:  088-833-1085 

URL: http://www.ehdo.go.jp/kochi/ 

URL：http://www.marugotokochi.com/ts/  

http://www.ehdo.go.jp/kochi/
http://www.marugotokochi.com/ts/
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⑤ 高知県成長分野育成支援研究会 

成長が期待され潜在力のある４つのテーマ（食品、天然素材、環境、健康福

祉）ごとに、新たなビジネス展開に意欲のある企業が研究会に参加し、異業種

交流やマッチングを行いながら事業化プランを作成し、最終的に研究会で事業

化プランの認定を行います。 

研究会で認定された事業化プランは、その早期実現のため、研究開発事業化

支援事業費補助金などの補助事業（ハード・ソフト）の活用や、県に設置する

新事業創出支援チームにより総合的に支援を行います。 

活 動

期 間 
会員登録日から平成 24年 3月 31日まで 

研 究

ﾃ ｰ ﾏ 

(1)食品   （食品加工分野における事業） 

(2)天然素材 （天然素材加工分野における事業） 

(3)環境   （環境関連分野における事業） 

(4)健康福祉 （健康福祉関連分野における事業） 

申 込 募集要領等はホームページをご参照ください。 

応募

期間 

平成 23年 4月 5日（火曜日） 

※応募期限後も随時、応募を受け付けますが、研究会は 4月上旪に発足

を予定していますので、入会を希望される方はお早めに手続きをお願い

します。 

 

 

 

【お問合せ先】 

（食品・天然素材） 

高知県商工労働部工業振興課 Tel 088-823-9691 Fax 088-823-9261 

（環境・健康福祉） 

高知県商工労働部新産業推進課 Tel 088-823-9750 Fax 088-823-9261 

URL: http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150501/150501-sinchaku-04.html 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150501/150501-sinchaku-04.html
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⑥ 高知県産業振興推進総合支援事業 

高知県産業振興計画を効果的に実行するため、商品の企画・開発、加工、販路拡

大等、生産段階から販売段階までの取組、観光資源をいかした交流人口の拡大の取

組等を総合的に支援することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。 

補 助 

対 象 

1） 市町村等 

2） 地域団体 

3） 中小企業者（個人事業者を含む）中小企業団体等 

4） 共同体、協議会、グループ等の任意団体 

対 象 

事 業 

地域アクションプラン等、高知県産業振興計画に位置付けられたもの又

はこれに準ずると認められるもので、本県の産業振興に資する取組 

1） 一般事業 

① 本県の産業振興に資すると認められるハード・ソフト事業（以

下「一般事業（通常分）」という。） 

② ①に掲げる事業のうち、産業振興計画で目指す、現状を変えよ

うとする次のいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得

向上等、地域への経済波及効果が高い取組として別に定める要

件を満たす事業（以下「一般事業（特別分）」という。） 

2） 特別承認事業 

国の補助事業若しくは国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施

する事業又は県の他の補助事業を活用して実施する事業（以下「国

等の事業」という。）のうち、前条に規定する補助目的に合致し、前

号②に該当すると認められるハード・ソフト事業 

補 助 率 

一 般 事 業 

（ 通 常 分 ） 
1／2以内 

一 般 事 業 

（ 特 別 分 ） 

2／3 以内。ただし、企業等が実施する事業のうち、ハ

ード事業については、1／2以内 

特別承認事業 

2／3 以内。ただし、この補助金と補助を受けようとす

る国等の事業の補助金等の額との合計は、補助を受け

ようとする国等の事業の補助対象事業費の 2／3を限度 

限 度 額 5,000万円／1事業 

補
助
対
象
経
費 

一般事業 
共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費 

特別承認

事 業 

補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する

補助対象経費 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

高知県 産業振興推進部 計画推進課：TEL 088－823－9333 

URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/youryoukouji.html 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/youryoukouji.html
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⑦ 高知県地産外商商品ブラッシュアップ支援事業費補助金 

地産外商を推進することを目的に、高知県産品の商品力を向上するため、商品

を磨き上げるための経費に対して、予算の範囲内で補助を行います。 

補 助

対 象 

県内の事業者若しくは団体又は高知県内の市町村、広域組合等のうち、

一般財団法人高知県地産外商公社がアンテナショップ「まるごと高知」

で実施するテストマーケティングの対象となった商品の事業者。 

対 象

事 業 

アンテナショップ「まるごと高知」でのテストマーケティングの結果、

商品の磨き上げが必要と判断した商品について、商品力を向上させ、販

売の拡大及び新たな販路の開拓を促進することを目的に行う、パッケー

ジの改良、商品コンセプトづくり、市場調査又は試作品の製作等の事業

であって、平成 24年 3月 15日までに事業が完了するもの。 

補 助

内 容 

補 助 率 1／2以内 

補助上下限

額 

上限：100万円 

下限： 10万円 

補
助
対
象
費
目 

賃 金 
試作品開発に係る期間従業員（アルバイトを含む）に係

る賃金として支払われる経費 

謝 礼 
専門家等からの指導・助言に対する謝礼として支払われ

る経費 

旅 費 旅費として支払われる経費 

消 耗 品 費 試作品開発に係る事務用品代として支払われる経費 

印 刷 費 専門家との打合せに必要な資料印刷代として支払われる経費 

通信運搬費 試作品運搬料、書類郵送料等として支払われる経費 

委 託 費 

完成後の試作品の市場調査に係るコンサルティング会

社等への委託料又はパッケージの改良若しくはデザイ

ンの外注費として支払われる経費 

使 用 料 打合せ時に使用する会場使用料として支払われる経費 

原 材 料 費 事業の遂行に必要な原材料・副資材等の購入に要する経費 

※事業執行にあたっては、計画推進課所管の高知県産業振興アドバイザー事業の活用もあわせて検

討します。 

 

 

 

【お問合せ先】 

高知県地産地消・外商課：TEL 088－823－9753 

URL：http://www.marugotokochi.com/ts/ （一般財団法人 高知県地産外商公社） 

http://www.marugotokochi.com/ts/
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３．農業分野進出に対する支援 

（１） 農業分野のハード支援を受けたい 

① レンタルハウス整備事業 

園芸産地の維持・強化を図るため、施設の規模拡大や高度化（更新）による経営改

善を目指す農業者や新たに園芸農業へ参入する方を対象に、ＪＡ等が行うレンタルハ

ウスの整備に対して支援を行います。 

対 象 者 

1. ハウス園芸に取り組みたい新規就農者（5 年目まで）や、新たにハウ

ス園芸に取り組みたい農業者  

2. ハウスの規模拡大を考えている農業者 

3. 古くなったハウス（15年以上経過）の高度化（建て替え）を考えてい

る農業者 

4. 中古ハウス（自己保有外）を利用して就農や規模拡大等を考えている

農業者  

限 度 額 

 

補 助 率 

 対象経費の限度

額 

（10アール当り） 

補 助 率 

県 市 合 計 

施設園芸を始める時 
800万円 2／5 1／3 11／15

（73％） 

規模拡大する時 
700万円 2／5 1／4 13／20

（65％） 

ハウスを高度化する

時 

700万円 1／3 1／5 8／15

（53％） 

その他 

※ 軒高が 2.5ｍ以上のハウスや高強度ハウス（耐風速 35m／秒以上）を

建てる場合は、限度額が 1,000万円。 

※ ハウスとともに養液栽培施設を導入する場合は、上表のそれぞれの限

度額に100万円上乗せ。 

※ 新たに中古レンタルハウスを活用するための経費への補助限度額は

420万円（補助率は上表と同じ） 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県農業振興部産地づくり課 TEL: 088-821-4543 

URL: http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/35061.doc 

http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/35061.doc
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②経営体育成強化資金 

新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業用機械施設等導入の初期投資の軽

減を支援する事業です。 

対 象 者 

助成の対象は、助成を受ける年度に就農する者又は平成 22 年 4 月以降に就農

した者で助成を受ける年度の前々年度以降に就農した次の方です。 

1. 認定就農者（都道府県知事から就農計画の認定を受けた認定就農者） 

2. 1.に掲げる者が代表者であり、かつ代表者の農作業への従事が主である農

業法人 

整 備 内 容 

1. 農産物の生産、加工、流通、販売、その他農業経営の開始又は改善に必要

な機械や施設の改良、造成、復旧又は取得 

2. 農地等の改良、造成又は復旧 

◆助成の対象となる整備内容は、次の基準を満たしていることが必要です 

1）取得価格が 50万円以上で、かつ、耐用年数がおおむね 5年以上（中古

農業用機械の場合は、残存耐用年数が 2年以上）であること 

2）農業経営以外への汎用性が高いものでないこと。 

※ただし、ショベルローダー、バックホー及びフォークリフトについ

ては、 

①他用途に使用されないものであること 

②農業経営において真に必要であること 

③導入後の適正利用が確認できるものであること 

上記の要件を全て満たす場合は助成の対象になります。 

3）成果目標の達成に直結するものであること。 

助 成 金 額 整備事業費の 1／2（400万円上限）の範囲内 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県農業会議 TEL: 088-824-8555 

URL: http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/pdf/nounokoyou_h20_2.pdf 

http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/pdf/nounokoyou_h20_2.pdf
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（２）農業分野のソフト支援を受けたい 

① 農の雇用事業（新規雇用研修助成） 

就農意欲のある若者等多様な人材の農業法人等への就業を促進し、農業の担い手

として定着していくため、新規雇用者に対する研修経費について、雇用主である農

業法人等へ助成を行います。 

【例：平成 22年度 第 2回募集】 

募 集 期 間 平成 22年 10月 1日（金）～平成 22年 10月 22日（金） 

申 請 先 
各都道府県の農業会議 

高知県農業会議  TEL 088（824）8555 

対 象 者 
平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 11 月 30 日までの間に正規従業員として雇用した

新規就業者 

助 成 内 容 

実践研修実施支援 

上限：9万 7千円／月 

期間：最長 12ヶ月 

内容：法人等の指導者や外部専門家による指導に要する経

費、就業上必要な資格取得にかかる講習費、テキスト

購入費、受験料、外部の研修会等の参加に要する交通

費など。 

雇用定着促進支援 

上限：3万 3千円／月 

期間：最長 12ヶ月 

内容：通勤、住居手当等 

※新規就業者が定住外国人の場合、日本語研修を受けるために教育機関に支払っ

た経費は、月額 3万円を上限に最長 6ヶ月助成。 

 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県農業会議 TEL: 088-824-8555 

URL: http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/pdf/nounokoyou_h20_2.pdf 

http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/pdf/nounokoyou_h20_2.pdf
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② 窪川アグリ体験塾 

農業を始めたい人、環境に優しい農業などの新しい技術を学びたい人、農業を体験

したい人などに最適の「農業を体で学ぶ」農業体験研修です。 

【例：平成 22年度研修メニュー】 

研修名 日程（期間・回数） 内容 定員 費用 

新いなか 

ビジネス 

スクール 

受付期間 

開講期間 

4／1～2／23 

5／24～3／19 

インターネットで高知県の農

業と農業技術を学べる通信農

業講座。 

受講生は、希望の日程で農場で

の実習（スクーリング）を受け

られます（各回 15名まで）。 

50名 

無料 

スクーリング

は1 回につ

き 1,440円 

就農希望者 

長期研修 

一般コース 1年以内 

宿泊しながら、自主的に学べる

と好評のメニューです。目的、

希望に応じた就農に向けての

主体的な研修 

実習を中心に、農業大学校（い

の町）での聴講、先進農家や環

境保全型畑作振興センター、農

業技術センターなどでも研修 

20 名程

度（※） 

480円／日 

（ 聴 講 は

別 途 料

金：詳細は

要問合せ） 
熟年コース 6ヶ月以内 

農業機械 

研修 

前期 4／20～21 農業機械の整備点検、農業機械

操作技術、農作業安全に関する

研修 
各 15名 無料 

後期 10／13～14 

追加 
H23年 

2／23～24 

農業基礎 

講座 

野菜 6／3（木） 病害虫防除、土壌肥料などの農

業の基礎知識を習得する１日

コースの研修 
各 30名 無料 

水稲 6／10（木） 

病害虫 6／17（木） 

果樹 6／24（木） 

土壌肥料 7／1（木） 

花卉 7／8（木） 

女性農業者 

講 習 

内容・日程 

相談の上、受付 

女性向け農業講座。 

農業機械、環境保全型農業など

のテーマで行います。グループ

での参加となっています。 

各 50名 無料 

営 農 大 学 

講 座 

8月・11月・2月 

各半日 3回（随時） 

農業者向け講座です。先端技術

講座、アグリビジネス講座、な

ど時代にあったテーマを計画 
各 50名 無料 

農 業 体 験 

研 修 

9 ／ 4

（土） 

家庭菜園の上

手な作り 

家庭菜園、果樹の接ぎ木・剪定、

フラワーアレンジメントなど

の体験型研修です。作物を栽培

するときの、ちょっとしたポイ

ントを学びたい方におすすめ

です。 

（材料費が必要） 

各 30名 無料 
12 ／ 4

（土） 

フラワーアレ

ンジメント・落

葉果樹の剪定 

3月上旪 

（土） 

常緑果樹の剪

定と接ぎ木 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県農業会議 TEL: 088-824-8555 

URL: http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/pdf/nounokoyou_h20_2.pdf 

http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/pdf/nounokoyou_h20_2.pdf
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（３）農業分野の融資支援を受けたい 

① 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 

農業経営改善計画を達成するために必要な農地、機械、施設の取得などのための長

期資金及び長期運転資金です。 

対 象 者 

認定農業者（農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた個

人・法人） 

※個人の場合：簿記記帳を行っている、又は今後簿記記帳を行なうこ

とが条件 

資 金 使 途 

○農地等（取得のほか、改良・造成も対象） 

○施設・機械（農産物の処理加工施設、店舗などの流通販売施設も対

象） 

○果樹・家畜等（購入費、新植・改植費用のほか、育成費も対象） 

○その他の経営費（規模拡大や設備投資などに伴って必要となる原材

料費、人件費などが対象） 

○経営の安定化（負債の整理（制度資金は除く）などが対象） 

○法人への出資金（個人が法人に参加するために必要な出資金等の支

払いが対象） 

融資限度額 
個人 1億 5,000万円（特認 3億円） 

法人 5億円（特認 10 億円） 

償 還 期 限 25年以内（うち据置期間 10年以内） 

金 利 一般：0.75～1.60％、特例：0％※ 

※実質無利子化のための金利負担軽減措置 

 

 

 

【お問合わせ先】 

㈱日本政策金融公庫 高知支店 TEL: 088-825-1091 

URL: http://www.afc.jfc.go.jp/finance/pdf/30.pdf 

http://www.afc.jfc.go.jp/finance/pdf/30.pdf
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② 農業近代化資金（認定農業者向け） 

経営意欲と能力がある農業経営者等に対し、効率的かつ安定的な農業経営の展開

を図るのに必要な施設資金等を、長期かつ低利で民間融資機関が円滑に融通するこ

とにより、地域農業の担い手となる農業者の自主性と創意工夫を活かした経営改善

が着実に行われることを目指した資金です。 

貸付対象者 

1. 次の aから cまでに掲げる計画を作成して市町村長の認定を受け

た者。 

ただし、簿記記帳を行っている者又は行うことが確実と見込まれ

る者に限ります。 

a 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画 

b 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に基づく経営改善計

画 

c 果樹農業振興特別措置法に基づく果樹園経営計画 

2. 1.の法人の構成員又は構成員になろうとする者 

ただし、当該法人への出資金等を借入れる場合に限ります。 

資 金 使 途 

・建構築物等造成資金 

農業施設、農機具等の改良、造成、取得及び復旧に要する資金。

中古品の取得も対象 

・果樹等植栽育成資金 

果樹、花き・花木その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資

金。定植、園地整備、樹苗養成等に要する経費（植栽費）及び育

成期間中における肥料代、農薬代、雇用労賃等の経費（育成費）

が対象 

・家畜購入育成資金 

乳牛その他家畜の購入又は育成に要する資金。家畜購入資金及び

育成期間中における飼料代、衛生費、種付料、雇用労賃等の経費

（育成資金）が対象 

・小土地改良資金 

事業費が 1,800万円までの農地又は牧野の改良、造成又は復旧に

要する資金。土地改良等事業の工事費及び事業に必要な未墾地の

購入費が対象 

・長期運転資金 

農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農

業従事の態様改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金 

・大臣特認資金 

貸付限度額 
・個人 1,800万円以内。知事特別承認の場合は 2億円以内 

・法人 2億円以内 
貸付額は 1万円単位。貸付額の下限は 10万円。 

融 資 率 

1. 特例適用により事業費の 100％以内 

2. 1.以外の場合、事業費の 80％以内 

3. 補助金等が交付される場合、補助金等を差し引いた額の 1.又は

2.の率 

償 還 期 限 
次に掲げる年数の範囲内において、借入者の経営状況や融資対象の性

質、規模、耐用年数等を総合的に勘案した適正な期間を設定します。
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なお、償還期限が異なる複数の施設等を含む場合は、加重平均（端数

切り上げ）等により設定します。 

原則：15年以内（うち据置期間 7年以内） 

個別基準等 

1. 農業用の機械・機具、7年以内。うち据置期間 2年以内 

2. 農業用ビニールハウス 

主として金属造のもの、14年以内。うち据置期間 3年以内 

主として木造のもの、5年以内。うち据置期間 2年以内 

3. ハウス被覆資材 

塩化ビニール（厚さ 0.15ミリ以上のものに限る。）、4年以内。

うち据置期間 1年以内 

ポリオレフィン系フィルム、5年以内。うち据置期間 2年以内 

4. 軽四貨物自動車、4年以内。うち据置期間 1年以内  

5. 家畜購入育成資金、7年以内。うち据置期間 2年以内 

貸 付 利 率 

1. 特例適用の場合、財団法人農林水産長期金融協会から利子助成が

あります。 

助成後の実質金利は 0.75%から 1.35%まで（償還期限に応じて

異なります。） 

2. 1.以外の場合、1.60% 

償還条件等 

・ 償還方法：元金均等 

・ 元金の償還時期：5月 31日又は 11月 30日のいずれか年 1回払い 

・ 利息の支払時期：年 2回。うち 1回は元金の償還時期 

債 務 保 証 

農業信用基金協会の債務保証を受けることができます。 

また、個人 1,800万円、法人 3,600万円の範囲内であれば、原則とし

て、融資対象物件以外の担保及び同一経営の範囲内の保証人以外の保

証人は必要ありません。 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県農業振興部協同組合指導課 TEL：088−821−4521 

URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/162301/kinyu-kindaika-outline-n

intei.html 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/162301/kinyu-kindaika-outline-nintei.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/162301/kinyu-kindaika-outline-nintei.html
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４．林業分野進出に対する支援 

（１） 林業分野のハード支援を受けたい 

① 森の工場 

１）作業道整備事業 

森の工場内において実施する森林整備や効率的な作業システムの為に必要な

路網の整備に対する助成を行います。 

 国庫対象 国庫対象外 備考 

開設 
査定額の 85%から 

国庫補助を差し引いた額以内 

幅員により 

500円／m～1500円／m 
― 

改良 ― 
路面整備、丸太積工、洗

い越し工、作業ポイント 

※森の工場内の既

設道を対象 

 

２）架線集材システム支援事業 

森の工場内において、搬出間伐を行うために必要な集材用架線の架設経費に

対する助成を行います。 

補 助 金

額 
400円／ｍ 

最大スパン 300ｍ未満の架線については補助対

象外 

 

３）高性能林業機械等整備 

集約化された「森の工場」を主体として、計画的で効率的な間伐等の森林整

備を展開しようとする事業体の林業機械導入及び改良等に関する経費への助成

を行います。 

タイプ別 事業区分 
補助

率 
内容 

森林づくりタイプ 国庫補助事業 7／10 高性能林業機械などの導入に対する補助

です。 プロジェクトタイプ 国庫補助事業 7／10 

改良タイプ 県 単 独 事 業 5／10 

事業体が所有しているバックホウなどの

建設機械に、木材グラップルや集材用の

ウインチなどのアタッチメントを導入し

装着する場合に補助するものです。 

◎改良例：バックホウにグラップルと集

材用ウインチを装着 

 

 【お問合わせ先】 

高知県林業振興・環境部林業改革課 Tel：088-821-4877 

URL: http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030301/morinokoujou.html 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030301/morinokoujou.html
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（２） 林業分野のソフト支援を受けたい 

① 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業 

人工林資源を有効活用し、国産材の安定供給に必要な間伐や道づくりなどを効率的

に行える現場技能者の、段階的かつ体系的な育成を支援します。 

※平成 22 年度までの「緑の雇用担い手対策事業」が平成 23 年度からは、現段階で体系的な人材育成対策と

して「緑の雇用」現場技能者育成対策事業に変わります。 

内 容 

【１．新規就業者の確保・育成・キャリアアップ】 

就業希望者を雇用して行う以下の研修等に必要な経費を支援します。 

① 林業への新規就業者の確保に向けた就業体験やガイダンス、作業実態等の理解を

図るためのトライアル雇用。 

② 林業経験のない方が基本的な技術を習得するための 3年間の OJT研修など。 

③ 現場管理責任者等に必要な知識・技術の習得するためのキャリアアップ研修。 

※ 研修生 1人当たり 9万円/月等を助成（①のトライアル雇用は 3ヶ月、②の OJT

研修は 1年目 8ヶ月、2，3年目 6ヶ月を上限）。 

【２．森林作業道作設オペレーターの育成】 

丈夫で簡易な森林作業道を作設するオペレーターを育成するための研修の実施に

必要な経費を支援します。 

補助率 定額 

事業実

施主体 
民間団体(公募) 

実施 

期間 

１．平成 23 年度～平成 27 年度（ 5 年間）  

２．平成 23 年度～平成 25 年度（ 3 年間）  

 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県林業振興・環境部 森づくり推進課 088-821-4571 

URL: http://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/koyou/03.html （林野庁 HP） 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/koyou/03.html
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② 高知県林業労働力確保支援センターでの各種研修 

１）林業就業支援講習 

林業への就業を希望する方を対象に座学・実習、個別の職業・生活相談を実

施、林業就職についての十分な情報・認識を得ることにより円滑な就業を支援

を行います。 

【例：平成 22年度】 

講 習 の 内 容 

○林業就業に係る基本的な知識の講習等 

○林業労働安全衛生講習 

○刈払機・チェーンソー等の作業講習 

○林業・木材産業等の施設見学 

○林業作業の実地講習 

○就業相談・生活相談 

実 施 日 程 平成 22年 4月 19日～5月 21日の 18日間（土日を除く） 

実 施 場 所 
座学 

高知県林業労働力確保支援センター所在地の「高知県森林研

修センター研修館（香美市土佐山田町大平 80）」で実施 

実習 林業事業体の作業現場等で実施 

受 講 費 用 

無料、ただし食費や講習実施地域までの交通費などは自己負担 

（講習修了者には、受講中の宿泊費 1泊につき 4,200 円を上限に補助制

度有） 

２）基幹林業労働者養成・一般研修 

林業従事者への一般研修。よりよい林業労働者養成を目的とし、林業及び木

材産業に関する技術者、後継者等の研修教育を行い実践的技能と近代的な林業

の経営管理能力を有する者を養成します。 

【例：平成 22年度】 

研修名 定数 日数 受講料 宿泊 備考 

車両系建設機械 A 10名 4泊 5日 
14,000 円 

（テキスト代別途） 
有 運転技能資格 

森林技術 A 20名 1泊 2日 無料 有 ― 

機械化の 

マネジメント A 
20名 2泊 3日 無料 有 ― 

測量設計技術 A 20名 
10日 

（8泊） 
無料 有 ― 

フォークリフト A 10名 4泊 5日 
14,000 円 

（テキスト代別途） 
有 運転技能資格 

高性能林業機械 A 15名 
9日 

（7泊） 

無料 

（テキスト代別途） 
有 

林内作業車集材作業安

全教育終了証 

はい作業主任者 A 20名 1泊 2日 
4,000 円 

（テキスト代別途） 
有 

「経歴証明書」が必要 

（3年以上の実務経験） 

主任者技能資格 

小型移動式 

クレーン A 
10名 2泊 3日 

7,000 円 

（テキスト代別途） 
有 運転技能資格 

玉掛け技能 A 10名 2泊 3日 
6,000 円 

（テキスト代別途） 
有 玉掛け技能資格 

地山掘削及び土止め

支保工作業主任者 A 
15名 2泊 3日 

6,000 円 

（テキスト代別途） 
有 

「経歴証明書」が必要 

（3年以上の実務経験） 

主任者技能資格 
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３）専科研修制度 

林業及び木材産業に関する技術者、後継者等の研修教育を行い高度な機械化

技術等についての実践的技能と近代的な林業の経営管理能力を有する者を養成

することを目的とし、高性能林業機械のオペレーターの養成を目的とした研修

を行います。 

【例：平成 22年度】 

研修名 定数 日数 受講料 宿泊 備考 

地山掘削及び土止め

支保工作業主任者 
15名 2泊 3日 

6,000 円 

（テキスト代別途） 
有 

「経歴証明書」が必要 

（3年以上の実務経験） 

主任者技能資格 

はい作業主任者 20名 1泊 2日 
4,000 円 

（テキスト代別途） 
有 

「経歴証明書」が必要 

（3年以上の実務経験） 

主任者技能資格 

小型移動式クレーン 10名 2泊 3日 
7,000 円 

（テキスト代別途） 
有 運転技能資格 

車両系建設機械 

（整地等） 
10名 4泊 5日 

14,000 円 

（テキスト代別途） 
有 運転技能資格 

可搬式林業機械 1 30名 
4泊 5日 

11,000 円 

（テキスト代別途） 
有 修了証 

可搬式林業機械 2 15名 

玉掛け技能 10名 2泊 3日 
6,000 円 

（テキスト代別途） 
有 玉掛け技能資格 

林内作業車集材作業

安全教育 
20名 1泊 2日 

無料 

（テキスト代別途） 
有 修了証 

フォークリフト 10名 4泊 5日 
14,000 円 

（テキスト代別途） 
有 運転技能資格 

測量設計技術 20名 
10日 

（8泊） 
無料 有 ― 

高性能林業機械 15名 4泊 5日 
無料 

（テキスト代別途） 
有 

林内作業車集材作業安

全教育終了証 

作業路開設技術実践 15名 1泊 2日 
無料 

（テキスト代別途） 
有 

要資格（車両系建設機

械運転技能講習修了

証） 

高性能林業機械オペ

レーター技術育成 
30名 1泊 2日 無料 有 ― 

※全ての研修について対象となるのは、【林業従事者】【林業団体職員】【林業事業体等】【行政職員】等 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県林業労働力確保支援センター Tel: 0887-57-0366 

URL: http://www.shien-center39.com/ 

http://www.shien-center39.com/
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（３） 林業分野の融資支援を受けたい 

① 林業・木材改善資金 

林業や木材産業経営のレベルアップにチャレンジしたい方で資金の融資を無利子

で行います。 

対 象 者 

1. 林業従事者 

森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材

生産業者、素材生産組合、林業経営を行う市町村など。 

会社の場合、資本金の額もしくは出資の総額が 1,000 万円以下のもの、または常

時使用する従事者の数が 300人以下のものに限る。 

2．木材業従事者（木材製造業、木材卸売業、木材市場業） 

資本金の額もしくは出資の総額が 1,000万円以下の会社、または常時洲要する従

業者の数が 100人（木材製造業を営む者にあっては 300人）以下の会社もしくは個

人に限る 

貸 付 

限 度 額 

林業 個人 1,500万円 会社 3,000万円 団体 5,000万円 

木材産業 

1億円（木材製造業、木材卸売業、木材市場業） 

※ただし、都道府県知事が必要と認める場合においては、これらの貸付限

度額にかかわらず、都道府県知事が農林水産大臣と協議をして定めた額 

償還 

方法 

1. 償還期間を 1年以内とした資金は一時払い 

2. 1.以外は均等年賦支払い（償還期間内（最長 10年）で均等年賦支払い） 

※据置期間（最長 3年）のあるものについては、償還期間から据置期間を差し引いた期

間内での均等年賦支払い。 

資 金 

使 途 

1. 新たな林業部門の経営の開始 

新たに素材生産事業、製薪炭業やきのこ栽培などを開始するために必要な機械や施

設を導入する場合。新たに長伐期施業や複層林施業を実施する場合、森林認証を取得

して行う林業経営 

2. 新たな木材産業部門の経営の開始 

新たに集成材用ラミナの生産、合板製造、集成材製造、木材チップ製造、プレカッ

ト加工、木材市場業などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合 

3. 林産物の新たな生産方式の導入 

生産性の向上・品質の向上などに役立つ林業生産機械や木材加工施設を新たに導入

する場合で、木材乾燥施設や木質バイオマス利用施設も含む。また、機械や設備だけ

でなく量的なまとまりがあったり、団地性を確保した森林施業など先駆的な生産方式

も対象。 

4. 林産物の新たな販売方式の導入 

売上高の向上などに役立つ販売用機械や施設を導入する場合で、ＩＴを活用した販

売方式も含む。また、機械や設備だけでなく量的なまとまりを確保した林産物販売な

ど先駆的な販売方式も含む。 

5. 林業労働に係る安全衛生施設の導入 

防侵装置付きチェーンソー、防振装置付き携帯用刈払機、電動式刈払機、自走式刈

払機、自動枝打ち機、玉切り装置、暖房装置付き人員輸送車、振動障害予防器具、無

線機器、人員輸送用モノレール、作業現場に設置する休憩施設などを導入する場合。 

金利 無利子 

 

 
【お問合わせ先】 

高知県林業振興・環境部木材産業課 林業・木材産業改善資金担当 

Tel：088-821-4593 

URL： http://www.ringyou.or.jp/publish/detail_827.html 

http://www.ringyou.or.jp/publish/detail_827.html
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５．漁業分野進出に対する支援 

（１） 水産業分野のハード支援を受けたい 

① 新規漁業就業者漁船リース事業 

漁協が対象者とリース契約を締結することを前提に、中古船を取得費用及び整備費

用の一部の補助を行います。 

対 象 者 

・ 新規漁業就業者支援事業の研修修了（研修の修了の日から 1 年

以内となる者に限る)または修了予定の方 

・ 漁船リース事業の審査会で計画が適当であると認められた方 

補助対象経費 

上限は 750万円（県 1／3以内、市町村任意） 

本人負担のうち 20％以上は自己資金、80％以下は近代化資金等の融

資の利用可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 水産業分野のソフト支援を受けたい 

① 漁業体験研修支援事業（短期研修） 

県内の漁村地域で 3 日以上 7 日以下の短期研修（漁村生活、漁業体験など）を受

ける場合に、研修にかかる費用の一部の補助を行います。 

対 象 者 

・ 研修の参加時点で満 17歳以上の方 

・ 研修を開催する漁村集落の居住者（当該漁村集落の出身者で地域

外に居住している場合は対象） 

・ 漁業者以外の方 

補 助 率 1／2 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県漁業協同組合漁業就業支援アドバイザー  TEL：088-803-7611 

高知県水産振興部 漁業振興課 資源・生産担当 TEL：088-821-4829 

URL： http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/shigoto/pdf/gyogyou.pdf 

【お問合わせ先】 

高知県漁業協同組合漁業就業支援アドバイザー  TEL：088-803-7611 

高知県水産振興部 漁業振興課 資源・生産担当 TEL：088-821-4829 

URL： http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/shigoto/pdf/gyogyou.pdf 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/shigoto/pdf/gyogyou.pdf
http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/shigoto/pdf/gyogyou.pdf
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② 新規漁業就業者支援事業（長期研修） 

対 象 者 

・ 新たに自営の沿岸漁船漁業に就業を希望される原則 65 歳未満の

方 

・ 支援開始後 2年以内に沿岸漁船漁業者として自立することを目指

す方 

・ 新規漁業就業者支援事業の審査会で計画が適当であると認めら

れた方 

内 容 

技 術 

習得支援 

地元のベテラン漁師さんを指導者として、技術習得を最

長 1年間行うことができます。(指導を行っていただく漁

師さんに対して、報償費を負担します。) 

生活支援 

研修中の生活支援として、月額最高 15 万円までの生活支

援費を最長 2年間受けることができます。 

※注：研修中及び研修終了後 3 年以内に研修先での

漁業を辞めた場合は、支給された生活支援費を全額

返金しなければならないことになります。 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県漁業協同組合漁業就業支援アドバイザー  TEL：088-803-7611 

高知県水産振興部 漁業振興課 資源・生産担当 TEL：088-821-4829 

URL： http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/shigoto/pdf/gyogyou.pdf 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/shigoto/pdf/gyogyou.pdf
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６．福祉・介護分野進出に対する支援 

（１） 福祉・介護分野のハード支援を受けたい 

① 高齢者向け優良賃貸住宅制度 

60歳以上の単身・夫婦世帯の方等を入居対象に、高齢者向け優良賃貸住宅を供給

する事業者への助成制度です。 

主な認定基準 

項目 基準 

整 

備 

基 

準 

戸 数 5戸以上（改良により供給する場合は、10年以内に 5戸以上とする） 

規 模 
1戸当たりの床面積は原則 25㎡以上。（居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共

同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は 18㎡以上） 

構 造 耐火構造または準耐火構造 

設 備 

各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室（共用部分に共同して利用

するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面

設備を備えていれば可） 

住 戸 内

基 準 ※ 

高齢者の身体機能の低下に対応した構造及び設備。 

（改良により供給する場合は、高齢者等配慮対策等級 2〈段差解消等については

等級 2-相当〉） 

サ ー ビ ス 緊急時に対応したサービスを受けうること 

管 理 

管 理 期 間 
10 年以上（都道府県知事が 10 年を超え 20 年以下の範囲でその

期間を別に定めた場合は、その期間以上） 

的確な管理 

1）公募原則 

2）抽選等公正な方法による入居者の選定 

3）計画的な修繕 

4）適切な事業経営計画 

入 居 資 格 

1）60歳以上（整備費の助成を受ける場合は、収入制度があります） 

2）入居者が単身者であるか、同居者が配偶者若しくは 60歳以上の親戚、または

入居者が病気にかかっていることその他特別な事情により入居者と同居させる

ことが必要であると都道府県知事等が認める者 

※地域優良賃貸住宅（高齢者型）により供給する場合は、Ｂタイプ（高齢者等配慮対策等級 2 相当＋エレ

ベーター設置〈移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられている〉）。 
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助成措置の概要 

事業

主体 
補助対象項目 内容 

助成割合 

国と地方

公共団体 

民
間
の
土
地
所
有
者
等
（
建
設
・
改
良
） 

地
方
住
宅
供
給
公
社
等
（
改
良
） 

共
同
施
設
等
整
備
費 

共 同 施 設 整 備 費 

高齢者等生活支援施設（例：生活相談サービス施

設、食事サービス施設、交流施設、介護関連施設

等）の整備費 

2／3 

※1 

その他共同施設整備費（例：公園、広場、緑地、

通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、駐車場等） 

2／3 

住宅共用部分整備費 
標準主体附帯工事費に一定の割合を乗じた額 

社会福祉施設等との一体的整備に要する費用 

加 齢 対 応 構 造 等 整 備 費 

共用通行部分整備費（エレベーターの設備の設置

及びエレベーターホールの整備に要する費用） 

その他加齢対応構造等整備費（例：警報装置、高

齢者のための特別な設備の設置等） 

団 地 関 連 施 設 整 備 費 
給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に要

する費用を合計した額 ※2 
1／3 

建 築 物 等 除 却 費 

（ 再 開 発 型 に 限 る ） 
建築物等除却に係る費用 ※2 

2／3 
仮 設 店 舗 等 設 置 費 

（ 再 開 発 型 に 限 る ） 
仮設店舗等設置に係る費用 ※2 

地
方
住
宅
供
給
公
社
等
（
建
設
・
買
取
） 

建設 

住宅の建設費 住宅全体の工事費 

1／3 
団地関連施設整備費 

給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に要

する費用を合計した額 ※2 

建築物等除却費 

（再開発型に限る） 
建築物等除却に係る費用 ※2 

2／3 
仮設店舗等設置費 

（再開発型に限る） 
仮設店舗等設置に係る費用 ※2 

買取 住宅の買取費 
住宅の買取りに係る費用（住宅全体の工事費相当

分） 
1／3 

「地方住宅供給公社等」には、社会福祉法人、医療法人、農住組合等を含む。※1 高齢者居住安定

化緊急促進事業を活用した場合には、国で 2／3 を補助。※2 地域優良賃貸住宅（高齢者型）のＢ

タイプについては、対象外。 

【お問合わせ先】 

高知県土木部住宅課 TEL：088-823-9858 

（※市町村が、補助を行っている場合があります。まずは、建設予定地の市町村役場へ相談してみてください。） 

URL：http://www.koujuuzai.or.jp/html/page07_02_02.html（(財)高齢者住宅財団） 

http://www.koujuuzai.or.jp/html/page07_02_02.html
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② 高齢者向け賃貸住宅融資 

一定の居住面積やバリアフリー性能を有するなど、高齢者世帯に適した良好な居住

性能等を有する賃貸住宅の建設等に必要な資金への融資です。 

対 

象 

条 

件 

戸当たり床面積 
25㎡以上 

※高齢者向け優良賃貸住宅（施設等共用）の場合は 18㎡以上（注 1） 

敷 地 敷地面積 165㎡以上 

建 物 
賃貸住宅部分の延べ面積 200㎡以上（自宅、店舗、対象条件に該当しな

い賃貸住宅部分を除く） 

戸 数 制限なし 

住 宅 の 形 式 1戸建て住宅以外 

構 造 耐火構造又は準耐火構造（省令準耐火構造含む） 

融
資
額
等 

融 資 対 象 部 分 
賃貸住宅部分及び非住宅部分（建物延べ面積の 1／4以下） 

※非住宅部分が 1／4超の場合は、住宅部分のみ対象 

対 象 事 業 費 建設費、除却工事費、土地取得費、諸経費（適合証明検査手数料等） 

融 資 率 対象事業費（非住宅部分を含む）の 100％ 

返 済 期 間 （ 上 限 ） 35年（非住宅部分を含む） 

物 件 検 査 原則として民間検査機関による設計及び竣工現場検査（有料） 

中 間 資 金 
着工時に融資額の 30％、屋根工事完了時に融資額の 60％（ただし土地

評価の範囲内）の中間資金交付が対象 

賃 貸 規 制 
国土交通省が推奨する「賃貸住宅標準契約書」の準拠及び「原状回復を

めぐるトラブルとガイドライン」の遵守 

担 保 融資の対象となる建物と敷地に機構のための第一順位の抵当権を設定 

保 証 人 

十分な保証能力がある個人または法人（※）の連帯保証人 

※法人を連帯保証人とされる場合、十分な保証能力のある法人の他、申

込み時点で機構が承認している保証機関の保証は利用が可能 

（注 1）専有部分に食堂、台所、浴室等が備わっていない住戸が含まれる建設計画の場合には建物

と敷地に第一順位の抵当権を設定するほか、本物件以外に融資額相当の評価を有する別物件を追加

担保とする。 

【お問合わせ先】 

高知県土木部住宅課 TEL：088-823-9858 

URL： http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171901/koureisyahojyo.html 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171901/koureisyahojyo.html
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③ 高齢者等住居安定化推進事業（生活支援サービス付高齢者専用賃貸住宅） 

高齢者単身・夫婦世帯の急増に対応し、国土交通省・厚生労働省が連携して行う「高

齢者向け住宅」の建設・改修費に対して、国が直接補助を行います。 

要 件 

住宅の要件 

・ 25㎡以上 

・ 台所、水洗便所、収納設備、浴室の設置 

・ 3点以上のバリアフリー化（手すり、段差解消、廊下幅の

確保） 

サービスの

要 件 

・ 緊急通報及び安否確認サービス 

・ 社会福祉法人、医療法人又は居宅介護サービス事業者の

職員、もしくはヘルパー2級以上の資格を有する者が日中

常駐していること 

・ 上記の者が常駐するために必要なスペースを設けること 

そ の 他 の 

要 件 

・ 高齢者専用賃貸住宅として 10年以上登録すること 

・ 高齢者居住安定確保計画等地方公共団体との整合等を地

方公共団体が確認したもの 

補助率 

住 宅 
新築 1／10（上限：100万円／戸） 

改築 1／3（上限：100万円／戸） 

高齢者生活

支 援 施 設 

新築 1／10（上限：1,000万円／施設） 

改築 1／3（上限：1,000万円／施設） 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県土木部住宅課 TEL：088-823-9858  

URL： http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171901/koureisyahojyo.html 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171901/koureisyahojyo.html
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（２） 福祉・介護分野のソフト支援を受けたい 

① 介護保険施設等開設準備支援事業費補助金 

市町村又は民間事業者が設置する介護保険施設等の開設準備に要する費用の一部

を補助することにより、開設前から安定した質の高いサービスを提供するための体

制整備を支援することを目的としています。 

※介護保険施設等：特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス（特定施設入

居者生活介護事業所として指定を受けるものに限る）、養護老

人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅

介護事業所 

 市町村 民間事業者 

施 設 種 別 

小規模福祉施設等（定員 29名以下） 

・ 小規模特別養護老人ホーム 

・ 小規模老人保健施設 

・ 小規模ケアハウス 

（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの

に限る） 

・ 認知症高齢者グループホーム 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所 

広域型施設（定員 30名以上） 

・ 特別養護老人ホーム 

・ 老人保健施設 

・ ケアハウス 

（特定施設入居者生活介護の指定を受ける

ものに限る） 

養護老人ホーム 

基 礎 単 価 60万円 

単 位 定員数（小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする） 

対 象 経 費 

特別養護老人ホーム等の円滑な開所に必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、

報酬、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料ならびに備品購入費（備

品設置に伴う工事請負費を含む） 

上記の表の施設種別ごとに定められている基礎単価に単位の数を乗じて得た合計金額を算出し（Ａ）、 

Ａ．60万円×定員数＝合計金額 

Ｂ．対象経費の実支出額の合計 

ＡとＢの金額を比較して尐ない方の額を交付基礎額とし、交付基礎額の範囲内の額を交付額とする 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

高知県 地域福祉部 高齢者福祉課 TEL:088-823−9632 

URL： http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/sisetuseibihozyo.html 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/sisetuseibihozyo.html


 

 



建設業の新分野進出に関するアンケート調査票 

【 質 問 】 

¾ 皆様にお伺いします。 
問１．貴社概要 

（１）貴 社 名：                                  

（２）住  所：〒                                 

（３）電話番号：                （４）ご記入者：          

（５）年間売上：    百万円                （６）従業員数：        人 

 

問２．現状について 

５年前と比較(事業開始後 5 年未満の場合は事業開始時と比較)した現在の状況について(１)～(３)それぞれ

の項目の状況に１つずつ○をつけてください。 

（１） 従業員数  （ 増加 ／ 横ばい ／ 減少 ） 

（２） 設備投資  （ 増加 ／ 横ばい ／ 減少 ） 

（３） 年間売上  （ 増加 ／ 横ばい ／ 減少 ） 

 

問３．御社での建設事業の今後の方針について 

（１）現状を踏まえ、今後の貴社の方針に近いものの数字(１～６)に１つだけ○をつけてください。 

１．現状を維持する 

２．規模を拡大する 

３．規模を縮小する 

４．わからない 

５．近い将来やめる予定である 

６．可能であれば、すぐにやめたい 

（２）（１）で「５．」「６．」とお答えになられた方にお伺いします。おかまいなければ建設業をやめる理由

をお答えください。（複数回答可） 

１．後継者がいない        ２．建設業に将来性がない   

３．資金繰り等で経営難である   ４．その他（                      ） 

 

問４．御社での新分野進出の方針について 

現状を踏まえ、今後の貴社の方針に近いものの数字(１～６)に１つだけ○をつけてください。 

１．新分野進出の意思は無い →問 14、15、16 へ 

２．既に新分野に進出している →問９、10、11、14、15、16へ 

３．既に進出しており、更に別の分野への進出を検討中 →問５以降全て 

４．新分野進出の意思があり、具体的に検討中 

５．新分野進出の意思はあるが、何をして良いのか分からない 

６．新分野に進出したが建設業専業に戻る →問９、10、11、13、14、15、16 へ 

７．その他 （                           ） →問 14、15、16へ 

 

¾ 新分野への進出の意思があるとお答えになられた方にお伺いします（問４で「３．」、「４．」を選択された方）。 
問５．新たに進出を考えられている分野に○をつけ、その事業概要をご記入ください。（複数回答可） 

回答例） 

分野（ 農業 ･ 林業 ･ 漁業 ･ 福祉介護 ･ 産業廃棄物処理業 ･ サービス業 ･ その他） 

概要（ ゆず栽培（3ha） ／ ホテル経営                           ） 

分野（ 農業 ･ 林業 ･ 漁業 ･ 福祉介護 ･ 産業廃棄物処理業 ･ サービス業 ･ その他） 

概要 

 

問６．新分野進出にあたり、課題となっている事項はどういったものでしょうか。(複数回答可) 

１．親族や社員の賛同・協力が得られない 

２．新たな事業に必要な資金に不安がある 

３．新たな事業を行える人材が不足している 

４．事業の推進に共同事業者(パートナー)が必要である 

５．相談先（アドバイザー・コンサルタント）がない 

６．事業を進めるうえで意思決定を行うのに必要な情報が不足している 

７．その他 （                                      ） 

 

問７．何年以内での進出を考えておられますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

１．１年以内  ２．２年以内  ３．３年以内 

４．未定   ５．その他（             ） 

 

問８．これまで、新分野への進出についてどちらかに相談をされましたか、あるいは相談されるご予定ですか？

○をつけてください。（ａ～ｇについては複数回答可） 

１．相談した（する予定）  ／  ２．相談しない 

a．同業者    b．同業者以外の取引先    c．金融機関    d．商工会、会議所 

e．行政機関（市町村役場、県の機関等） f．産業振興センター「建設業新分野進出アドバイザー」 

g.その他（                                      ） 

 

¾ 新分野へ進出しているとお答えになられた方にお伺いします（問４で「２．」、「５．」を選択された方）。 
問９．進出されている新分野についてその分野と事業概要をご記入ください。（複数回答可） 

回答例） 

分野（ 農業 ･ 林業 ･ 漁業 ･ 福祉介護 ･ 産業廃棄物処理業 ･ サービス業 ･ その他） 

概要（ ゆず栽培（3ha） ／ ホテル経営                           ） 

分野（ 農業 ･ 林業 ･ 漁業 ･ 福祉介護 ･ 産業廃棄物処理業 ･ サービス業 ･ その他） 

概要 

 

問 10．新分野進出にあたってどちらかに相談をされましたか？相談された方はどちらに相談されましたか？ 

○をつけてください。（ａ～ｇについては複数回答可） 

１．相談した  ／  ２．相談していない 

a．同業者    b．同業者以外の取引先    c．金融機関    d．商工会、会議所 

e．行政機関（市町村役場、県の機関等） f．産業振興センター「建設業新分野進出アドバイザー」 

g.その他（                                      ） 

 

 

→問５、６、７、８、14、15、16 へ 

 

裏面へ 



問 11．現在行われている新分野の事業の状況は下記のどれに最も近いですか？1つだけ○をつけてください。 

１．利益があがり会社全体に貢献している 

２．事業単位で採算は取れている 

３．まだ売上高があがる段階まで進んでいない 

４．採算が取れず建設事業から補填している 

５．損失が出ており継続を考え直している 

６．その他（                                        ） 

 

¾ 問 11で「４．」「５．」とお答えになられた方にお伺いします。 
問 12．採算が取れない、もしくは損失が出ている理由及び課題は何であると考えられますか。（複数選択可） 

１．提供するサービスや商品が売れないため 

２．販売までにかかった費用が想定より大きく、その費用(借入)負担が大きいため 

３．参入した市場の競争が激しくなり、当初の設定単価では利益が出なくなったため 

４．当初の計画では想定していなかった費用が必要となり、採算に合わないため 

５．参入した市場に想定していなかった参入障壁や法的な規制があり、進まなくなったため 

６．わからない         ７．その他 (                       )  

 

¾ 新分野に進出したが建設業専業に戻るとお答えになられた方にお伺いします。（問４で「５．」とお答えになられた
方） 

問 13．建設業専業に戻る理由として近いものに１つだけ○をつけてください。 

１．建設業が忙しくなり手が足りない   ２．新分野での採算が取れない 

３．新分野での運転資金が足りない    ４．新分野の市場に入りこめない 

５．新分野に将来性がない        ６．その他（                    ） 

 

¾ 皆様にお伺いします。 
問 14．現在行われている行政の新分野進出支援策についてご存知ですか？  

（１）それぞれについて「知っている」「知らない」どちらかに○をつけてください。 

  回答例） 

番号 項目 知っている 知らない 

例 産業振興センターの「建設業新分野進出アドバイザー」1名配置 ○  

 

番号 項目 知っている 知らない 

１ 産業振興センターの「建設業新分野進出アドバイザー」1名配置   

２ 地域産業振興推進監オフィス（県内 7 ｹ所）   

３ 
地域の協議会設置と先進地視察への補助金 

（高知県建設業支援協議会運営事業費補助金） 

  

４ ソフト事業への補助金 （産業振興センター「建設業経営革新支援事業」）   

５ 
新分野進出などに伴う雇用に対する助成金 

（1人当たり年間 140 万円「中小企業基盤人材確保助成金」） 

  

６ 高知県立農業大学校「窪川アグリ体験塾」等での新規就農支援   

７ レンタルハウス（園芸用ハウスのレンタル事業）   

８ 「こうち農業確立総合支援事業」（ハード整備、ソフトへの補助）   

９ 林業就業支援講習（高知県林業労働力確保支援センター）   

10 その他（                            ）   

（２）利用された支援制度があれば、その内容について評価をお聞かせください。 

問 14(１)の番号     評価        自由意見 

（     ） （１．満足／２．不十分／３．その他）（                   ） 

 

（     ） （１．満足／２．不十分／３．その他）（                   ） 

 

（     ） （１．満足／２．不十分／３．その他）（                   ） 

 

（３）利用したかったができなかった支援制度があれば、その理由をお聞かせください。(理由欄は複数回答可) 

問 14(１)の番号     理由 

（     ）  １．手続きが煩雑   ２．申請書が書きづらい   ３．窓口が分からない 

４．その他（                            ） 

 

（     ）  １．手続きが煩雑   ２．申請書が書きづらい   ３．窓口が分からない 

４．その他（                            ） 

 

（     ）  １．手続きが煩雑   ２．申請書が書きづらい   ３．窓口が分からない 

４．その他（                            ） 

 

（４）今後利用してみたい支援制度があれば、ご記入ください。 

問 14(１)の番号 

(     ) (     ) (     ) (     )  (     ) 

 

問 15．新分野への進出にあたって、行政に望む支援について○をつけてください。（複数選択可） 

１．建設業の新分野進出事例集の提供        ２．新分野進出の支援制度（補助、融資等）説明会 

３．優良事例の講演会などの開催      ４．農業や林業などの技術習得できる講習会 

５．中小企業診断士、アドバイザー等の派遣  ６．身近な行政等の相談窓口の設置 

７．経営問題への専門的なコンサル支援   ８．経営に関する支援制度情報の円滑な発信 

９．財務、資金繰り、税務などに関する日常的な巡回相談 

10．その他（                                      ） 

11．特にない 

 

問 16．県や施策に対するご意見等、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

以上でアンケートは終了です。 

長時間にわたってのご協力、誠にありがとうございました。 

→問 12 へ 


